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平成１７年第２回那須烏山市議会臨時会（第１日） 

 

平成１７年１１月２９日（火） 

                          開会 午前１０時００分 

                          閉会 午後 ３時４８分 

 

◎出席議員（３５名） 

     １番  五味渕   博 君        ２番  佐 藤 昇 市 君 

     ３番  沼 田 邦 彦 君        ４番  髙津戸   茂 君 

     ５番  高 橋 安 隆 君        ６番  高 徳 正 治 君 

     ７番  舩 山 栄 一 君        ８番  平 山   進 君 

     ９番  大 橋 洋 一 君       １０番  佐 藤 雄次郎 君 

    １１番  五味渕 親 勇 君       １２番  野 木   勝 君 

    １３番  藤 田   武 君       １４番  大 野   曄 君 

    １５番  水 上 正 治 君       １６番  平 塚 金 平 君 

    １７番  中 山 五 男 君       １８番  郡 司 昭 三 君 

    １９番  塩 谷   隆 君       ２０番  柴 野 正 巳 君 

    ２１番  斎 藤 雄 樹 君       ２２番  樋 山 隆四郎 君 

    ２３番  板 橋 邦 夫 君       ２４番  森 井 國 廣 君 

    ２５番  菊 池 俊 夫 君       ２６番  斎 藤 文 男 君 

    ２７番  玉 造 三 好 君       ２８番  滝 田 志 孝 君 

    ２９番  小 池 清 三 君       ３０番  髙 田 悦 男 君 

    ３１番  小 森 幸 雄 君       ３２番  永 山   茂 君 

    ３３番  小 堀   操 君       ３４番  青 木 一 夫 君 

    ３５番  平 塚 英 教 君 

◎欠席議員（なし） 

◎説明のため出席した者の職氏名 

    市長         大 谷 範 雄 君 

    教育長        池 澤   進 君 

    総務部長       大 森   勝 君 

    市民福祉部長     雫   正 俊 君 

    経済環境部長     佐 藤 和 夫 君 
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    建設部長       池 尻 昭 一 君 

    教育次長       堀 江 一 慰 君 

◎事務局職員出席者 

    事務局長       田 中 順 一 

    書  記       齋 藤   進 

    書  記       藤 田 元 子 

    書  記       菊 地 唯 一 
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○議事日程 

   日程 第 １ 会議録署名議員の指名について（議長提出） 

   日程 第 ２ 会期の決定について（議長提出） 

   日程 第 ３ 議案第１３号 那須烏山市教育委員会委員の任命同意について（市長提 

                 出） 

   日程 第 ４ 議案第１４号 那須烏山市固定資産評価審査委員会委員の選任同意につ 

                 いて（市長提出） 

   日程 第 ５ 議案第１５号 那須烏山市監査委員の選任同意について（市長提出） 

   日程 第 ６ 選挙第 １号 那須烏山市選挙管理委員会委員並びに同補充員の選挙に 

                 ついて（議長提出） 

   日程 第 ７ 議案第１０号 那須烏山市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例 

                 の一部改正について（市長提出） 

   日程 第 ８ 議案第１１号 那須烏山市長等給与及び旅費条例の一部改正について 

                 （市長提出） 

   日程 第 ９ 議案第１２号 那須烏山市職員給与条例の一部改正について（市長提 

                 出） 

   日程 第１０ 議案第 １号 平成１７年度那須烏山市一般会計予算について（市長提 

                 出） 

   日程 第１１ 議案第 ２号 平成１７年度那須烏山市国民健康保険特別会計予算につ 

                 いて（市長提出） 

   日程 第１２ 議案第 ３号 平成１７年度那須烏山市熊田診療所特別会計予算につい 

                 て（市長提出） 

   日程 第１３ 議案第 ４号 平成１７年度那須烏山市老人保健特別会計予算について 

                 （市長提出） 

   日程 第１４ 議案第 ５号 平成１７年度那須烏山市介護保険特別会計予算について 

                 （市長提出） 

   日程 第１５ 議案第 ６号 平成１７年度那須烏山市農業集落排水事業特別会計予算 

                 について（市長提出） 

   日程 第１６ 議案第 ７号 平成１７年度那須烏山市下水道事業特別会計予算につい 

                 て（市長提出） 

   日程 第１７ 議案第 ８号 平成１７年度那須烏山市簡易水道事業特別会計予算につ 

                 いて（市長提出） 



平成17年第２回臨時会 第１日 

－6－ 

   日程 第１８ 議案第 ９号 平成１７年度那須烏山市水道事業会計予算について（市 

                 長提出） 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○本日の会議に付した事件 

   議事日程に同じ 
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［午前１０時００分開会］ 

○議長（青木一夫君）  ただいまの出席議員は３５名です。定足数に達しておりますので、

平成１７年第２回那須烏山市議会臨時会を開会いたします。 

 本日の会議を開きます。 

 日程に入る前に報告いたします。地方自治法第１２１条の規定に基づき、市長以下関係部長

の出席を求めておりますので、ご了承願います。 

 次に、本日の臨時会にあたり、去る９月２４日に議会運営委員会を開き、議会運営委員会の

決定に基づき会期及び日程を編成いたしましたので、ご協力くださるようお願い申し上げます。 

                                    

     ◎市長あいさつ 

 

○議長（青木一夫君）  市長のごあいさつがあります。 

 市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇 あいさつ〕 

○市長（大谷範雄君）  おはようございます。那須烏山市長の大谷範雄でございます。ごあ

いさつを申し上げます。 

 本日、ここに平成１７年第２回那須烏山市議会臨時会を開催させていただきましたところ、

議員各位におかれましては大変寒さ厳しき折、ご多用中にもかかわりませずご参集を賜りまし

たこと、まことにありがたく厚くお礼を申し上げます。 

 今期臨時会は、１０月１日に合併誕生いたしました新生那須烏山市の市長選挙後の初議会で

もございます。いわば歴史的な幕あけの１ページともなります意義のある議会、このように認

識をいたしております。私を初めといたしまして執行部一同、誠心誠意相務める所存でござい

ます。よろしくお願いを申し上げます。 

 さて、私は初代市長といたしまして、１１月６日、那須烏山市長選挙におきまして当選をさ

せていただき就任をいたしました。新市のかじ取り役を任されることとなりました。この歴史

的な大転換期に立ち会うことができる幸運に感謝をしてやみません。生まれたての那須烏山市

が、夢と希望あふれるふるさととして多くの人々に愛され、全国でもきらりと光るまちづくり

や自立をした住民主役のまちづくりを具現化していきたいと考えております。 

 ここで所信及び私がこれから描きますまちづくり政策の概要につきまして述べさせていただ

きたいと考えております。 

 まず第１に、自立を目指すまちづくりであります。皆さんの思いと英知を集めて那須烏山市

が生まれました。私は、この時代の節目に立ち会うことができました天のときに感謝をしてお
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ります。しかし、新市が歩むべき道は決して平坦ではございません。未来につなぐ新市をつく

るために、今こそ行財政改革を力強く推進しなければならないと考えております。両町合併に

かかわりました一人といたしまして、私はこの課題に積極的に取り組んでまいります。 

 今まさに行財政改革の断行が必要なときであります。内容的には、私は攻めと守りの行財政

改革を行っていきたいと思っております。攻めの行財政改革とは、一口で言うならば、税収ア

ップ対策であります。つまり、定住、交流人口の増加促進あるいは企業誘致の推進、農業、商

業、工業連携、協調した差別化をした特産品の開発と経済効果の向上を図ってまいります。さ

らに、若者から中高年及び女性の雇用支援、これらを積極的に行っていきたいと考えておりま

す。 

 一方、守りの行財政改革につきましては、新市行政改革大綱のもと実現可能で、かつ明確に

数値目標を掲げ、実行してまいる所存であります。特別職及び職員定数適正化計画を明示をし、

実行してまいりたいと思います。さらに、補助金、負担金の抜本的見直し等も行ってまいりた

い。また、全町を挙げた未納対策にも取り組んでまいりたいと考えております。 

 民間活力の導入と住民協働の推進をしていきたい。さらに意識改革を図るために職員の人事

評価制度も導入をいたしまして、意識を大いに改革をしていきたいと思っております。今、民

間活力の導入を申し上げましたけれども、市場化テスト、いわゆる官民の競争入札制度及び指

定管理者制度の導入も図っていきたいと思っております。 

 行政サービス適正化のための行政評価導入、これらも今行っておりますが、さらに拡大をし

て拡充をしていきたい。そして費用対効果の効率のアップを図っていかなければならないと考

えております。 

 ２町は合併をいたしましたが、合併特例債の事業もこれから子細に検討していくことになり

ますが、合併特例債の活用は必要最小限にとどめる所存であります。つまり、攻めと守りの行

財政改革を織りまぜたことによりまして、財政力指数、当面、県平均レベルにまで引き上げを

目指したいと考えております。 

 次に、地の利を生かしたまちづくりであります。当地域は豊かな自然と文化資源がございま

す。私はこれらの数多くの資源を生かして伝統と文化が生きるふるさと、ありのままの自然を

生かすふるさと、夢いっぱいの楽しいふるさとを創出する具体的なビジョンを実行いたしたい

と思います。 

 那須烏山市は、幸いにも災害が大変少ない安全な地域でございます。首都圏から２時間、宇

都宮から３０分の位置にございます。この地の利を生かした都市から交流人口の増加、少子化

対策といたしましての定住人口の増加を図るための事業を展開をしてまいりたいというような

考えを持っております。安全で安心して暮らせるまちづくりの中で、災害、犯罪を未然に防ぐ
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対策の推進やあるいは公害のない自然を守りながら、住環境の整備促進も喫緊の課題であると

認識をいたしております。 

 また、地域活性化のための地域の特性を生かしたテーマパークづくり、例えば全町花公園構

想等、あるいは交流人口増加のためのイベント観光事業の積極的な支援も行ってまいりたい。

このように思っております。定住人口増加のためには、行政のインフラあるいは繰り返しにな

ります企業あるいは住宅誘致事業も大いに推進をしていかなければならないと思っております。 

 さらに市内道路交通網の整備拡充や通学路の安全確保を目的といたしました子供たちの安全

確保も推進をしていかなければならないと考えております。 

 那須烏山市の基幹産業でもあります従来の農業農村の文化を継承しつつも、新たな農業農村

文化の振興と特産品育成事業も推進をしていく必要性を感じております。また、産学官事業の

育成も積極的に支援をしてまいりたいと考えております。 

 さらに、ＪＲ烏山線、粘り強いスピードアップ化対策の要望あるいは宇都宮への直接乗り入

れ、あるいは山あげ号、いかんべ号などの増発列車の要望、これらも私は喫緊の課題であると

考えております。 

 県都６０分構想の中で、県道宇都宮烏山線、高瀬トンネル、三百沢地内の道路拡幅及び国道

２９３号及び２９４号の主要国県道の整備促進にも積極的に取り組んでまいりたいと思います。 

 那珂川、荒川、江川の河川改修事業推進も安全で安心なまちづくり改革といたしまして喫緊

の課題であります。積極的な要望活動と地域住民の調整を推進してまいりたいと思っておりま

す。 

 ３つ目は、人の和が生きるまちづくりであります。合併を生かし、大きな活力を醸成させる

ためには、住民同士が同じ那須烏山市民としての意識、地域間の垣根を取り払った人の和が何

よりも大切であると考えております。地方自治体の活力をよみがえらせるには、今こそ発想の

転換が必要であると感じております。住民が主役のまちづくり、行政は住民が株主の株式会社

であるとの視点に立って、人の和が生きる有為な住民活動、産学官連携事業などへの支援体制

を確立していきたいと思っております。 

 那須烏山市独自の教育・文化の振興、心安らぐまちづくりは大変重要なことであると思って

おります。教育・文化育成事業の確立、子育て支援の推進、教育文化、体育施設の整備促進、

子供を生かす教育システムの導入、歴史遺跡、郷土芸能の継承と文化活動の振興、自然環境の

保全などが挙げられると思います。 

 人が生きる活動も支援をしていきたいと思っております。高齢者にやさしいまちづくり、住

民交流センターの整備促進、女性と若者が輝きをますまちづくり、福祉事業の推進、ボランテ

ィア活動、ＮＰＯ活動の支援、中心市街地活性化対策、これらの問題の推進、福祉、医療、保
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健体制の充実、地域助け合い運動の実施など、住民のまちづくりを目指した官民協働体制の確

立の必要性も感じております。 

 若者、女性、市民が活躍できる環境整備の促進も必要でありましょう。民主導によりますま

ちづくり委員会、仮称でありますが、逐次設置をしてまいりたいと思います。 

 また、山あげ祭、いかんべ祭、オオムラサキの里、あるいはタウンイルミネーションなどの

新旧相まった行催事への積極的な支援も行ってまいりたいと考えております。 

 障害者、高齢者の福祉バスの運行等の実現化も図っていく必要を感じております。国際交流

の事業の推進、これらも人の和としては当然大切な事業であると思っております。 

 那須烏山市のまちづくり計画は、総合計画といたしまして位置づけをしたいと考えておりま

す。まず、長期的な視点に立ったまちづくり計画、つまり基本構想、これは１０カ年を考えて

おります。また、基本構想の実現化を図るために、まちづくり編、行政経営編の２本立てから

なる基本計画は、前期、後期各々５年と考えております。さらに、財政計画との整合を図りな

がら、基本計画でお示しをいたしました施策の実現化を図るために必要な主要事業を具体的に

示すことといたしております。 

 実施計画は、向こう５年間のローリング方式をおおむね考えております。現在詳細につきま

して検討中でありますが、今後の予定といたしまして、基本構想、基本計画、実施計画を包含

いたしました那須烏山市総合計画は、平成１９年度中の議決を予定いたしております。しかし

ながら、私の公約等も踏まえました総合計画でありますことから、喫緊に必要と思われる重要

な事項、住民の皆さんの強い要望等もございますことから、平成１８年度、平成１９年度にお

きましても、実施計画等を前倒し計画として実行してまいりたいと思いますので、ご理解を賜

りたいと存じます。 

 終わりになりますが、私の政治信条といたしました中の一つに、「天の時は地の利に如かず、

地の利は人の和に如かず」という孟子の言葉がございます。新生那須烏山市の歩むべき道は決

して平坦ではございません。しかしながら、皆さんの思いと英知を結集して誕生いたしました

那須烏山市には、豊かな自然環境と貴重な文化資源がございます。これらを最大限に生かすこ

とで夢いっぱいのふるさとづくりが可能だと考えております。しかし、これらを成就させるに

は、地域の垣根を取り払った行政、市民の融合が何よりも重要なことであります。それらのこ

とを念頭におきまして、常に市民の目線に立った姿勢を公平で公正で誠実に行ってまいりたい

と考えております。 

 以上が、那須烏山市長に就任をいたしました私の所信、政策の概要等でございます。一部施

策等に言及をいたしましたことをご了承賜りたいと存じます。これらを踏まえた年次ごとの実

施計画を着実に実現化して、那須烏山市民の福祉向上に全力で取り組んでいきたいと考えてお
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ります。 

 さて、今期臨時会は、平成１７年度那須烏山市一般会計予算について１件、国民健康保険特

別会計予算について外特別会計予算計７件、及び水道事業会計予算について１件、条例の一部

改正を３件、人事案件３件、議会関係案件１件、合計１５議案、選挙案件１件、合計１６議案

を上程をさせていただきます。何とぞ慎重審議を賜りまして、可決、ご決定あるいはご同意賜

りますようお願いを申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。ありがとうございま

した。 

○議長（青木一夫君）  本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。事務局長に朗

読いたさせます。 

〔事務局長 朗読〕 

 

議事日程 

平成１７年第２回那須烏山市議会臨時会（第１日） 

   開    議 平成１７年１１月２９日  午前１０時 

   日程 第 １ 会議録署名議員の指名について（議長提出） 

   日程 第 ２ 会期の決定について（議長提出） 

   日程 第 ３ 議案第１３号 那須烏山市教育委員会委員の任命同意について（市長提 

                 出） 

   日程 第 ４ 議案第１４号 那須烏山市固定資産評価審査委員会委員の選任同意につ 

                 いて（市長提出） 

   日程 第 ５ 議案第１５号 那須烏山市監査委員の選任同意について（市長提出） 

   日程 第 ６ 選挙第 １号 那須烏山市選挙管理委員会委員並びに同補充員の選挙に 

                 ついて（議長提出） 

   日程 第 ７ 議案第１０号 那須烏山市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例 

                 の一部改正について（市長提出） 

   日程 第 ８ 議案第１１号 那須烏山市長等給与及び旅費条例の一部改正について 

                 （市長提出） 

   日程 第 ９ 議案第１２号 那須烏山市職員給与条例の一部改正について（市長提 

                 出） 

   日程 第１０ 議案第 １号 平成１７年度那須烏山市一般会計予算について（市長提 

                 出） 

   日程 第１１ 議案第 ２号 平成１７年度那須烏山市国民健康保険特別会計予算につ 
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                 いて（市長提出） 

   日程 第１２ 議案第 ３号 平成１７年度那須烏山市熊田診療所特別会計予算につい 

                 て（市長提出） 

   日程 第１３ 議案第 ４号 平成１７年度那須烏山市老人保健特別会計予算について 

                 （市長提出） 

   日程 第１４ 議案第 ５号 平成１７年度那須烏山市介護保険特別会計予算について 

                 （市長提出） 

   日程 第１５ 議案第 ６号 平成１７年度那須烏山市農業集落排水事業特別会計予算 

                 について（市長提出） 

   日程 第１６ 議案第 ７号 平成１７年度那須烏山市下水道事業特別会計予算につい 

                 て（市長提出） 

   日程 第１７ 議案第 ８号 平成１７年度那須烏山市簡易水道事業特別会計予算につ 

                 いて（市長提出） 

   日程 第１８ 議案第 ９号 平成１７年度那須烏山市水道事業会計予算について（市 

                 長提出） 

 以上、朗読を終わります。 

                                    

     ◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（青木一夫君）  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員の指

名について。会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において 

       ３番 沼田 邦彦君 

       ４番 髙津戸 茂君を指名いたします。 

                                    

     ◎日程第２ 会期の決定について 

 

○議長（青木一夫君）  次に、日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は本日１日と決定いたしました。 
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     ◎日程第３ 議案第１３号 那須烏山市教育委員会委員の任命同意について 

 

○議長（青木一夫君）  次に、日程第３ 議案第１３号 那須烏山市教育委員会委員の任命

同意についてを議題といたします。 

 ここで教育長池澤 進君の退席を求めます。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇〕 

○市長（大谷範雄君）  ただいま上程となりました議案第１３号 那須烏山市教育委員会委

員の任命同意につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 那須烏山市誕生に伴いまして、新しく教育委員会委員に任命をしたいので、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第４条の規定に基づきまして、５人の委員の議会の同意を求めるも

のでございます。野上玲子氏、仁野平篤夫氏、池澤 進氏は、旧烏山町教育委員会委員として、

また塩野滎司氏、髙野由美子氏は、旧南那須町教育委員として長年にわたりご活躍をされた方

たちばかりであります。 

 この５人の方々は、現在暫定教育委員会委員といたしましてご活躍をいただいておりまして、

新しい時代を拓く教育振興のため、人格円満かつ高潔でありまして、しかも教育、学術及び文

化に高い識見を有している方々でございます。 

 なお、各委員の任期は、合併後最初に任命される委員の任期の規定によりまして、１年から

４年までとなります。 

 ご審議の上、ご同意くださいますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせてい

ただきます。 

○議長（青木一夫君）  以上で、市長の提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行

います。 

 ２５番菊池俊夫君。 

○２５番（菊池俊夫君）  ただいま同意を求める教育委員の任命につきましては人事案件で

もありますので、質問、討論を省略して任命に同意することをご提案申し上げます。ただいま

の説明のように、野上玲子氏外４名の教育委員については、既に１０月１日から暫定委員とし

てその職にあり、これをすべて再任とするということでございます。いずれの方々も教職の経

歴を持っていたり、なお、教育委員としても長い期間にわたる経歴をお持ちで、教育について

の造詣は非常に深い方々でございますので、賛成のための動議を提出するものであります。 
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○議長（青木一夫君）  ただいま２５番菊池俊夫君から、質疑を打ち切り討論を省略して、

原案のとおり決定されたいとの動議が提出されました。この動議にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ２８番滝田志孝君。 

○２８番（滝田志孝君）  議案第１３号、ただいまの教育委員の任命の同意についてなんで

すが、何ら私も人選的には問題ないんですが、先ほど市長から１年から４年の任期ということ

なんですが、どなたが１年でどなたが４年なのか、その点をお伺いをいたします。 

○議長（青木一夫君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  お答えを申し上げます。１年が野上玲子氏、２年が髙野由美子氏、

３年が仁野平篤夫氏、４年が塩野滎司氏及び池澤 進氏。 

 以上であります。 

○２８番（滝田志孝君）  了解。 

○議長（青木一夫君）  よろしいですか。ただいま申し上げたように、菊池俊夫君から質疑

を打ち切り、討論を省略する動議が提出されました。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  異議なしと認めます。 

 ２０番柴野正巳君。 

○２０番（柴野正巳君）  ただいま２５番の菊池議員の動議に賛成をいたします。 

○議長（青木一夫君）  質疑打ち切りの動議が成立いたしました。本動議を議題といたし、採

決いたします。議案第１３号については本動議のとおり、決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１３号 教育委員の任命について同意を求めることについては、原案の

とおり決定いたしました。 

 池澤 進君の着席を求めます。池澤 進君に申し上げます。教育委員に池澤 進君初め５名

の教育委員が選任同意されました。ここで、教育委員に任命された池澤 進君のごあいさつが

あります。 

〔教育長 池澤 進君 登壇 あいさつ〕 

○教育長（池澤 進君）  ごあいさつ申し上げます。ただいま那須烏山市教育委員会教育委

員の任命同意を賜りまして、大変緊張いたしているところでございます。ご同意いただいたか

らには、地域の子供たち、保護者、そして地域住民が住んでよかった、学んでよかったという

教育環境づくり、住み続けたい、学び続けたいという生涯学習環境の構築に誠実に努力してま
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いる所存でございます。つきましては、議員の皆さん方にどうぞご指導とご助言賜りまして、

生来浅学非才の私でございますが、負託にこたえられるように精一杯の努力をするつもりでご

ざいますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

                                    

     ◎日程第４ 議案第１４号 那須烏山市固定資産評価審査委員会委員の選任同意に 

                  ついて 

 

○議長（青木一夫君）  日程第４ 議案第１４号 那須烏山市固定資産評価審査委員会委員

の選任同意についてを議題といたします。 

 議案を朗読いたさせます。 

〔書記 朗読〕 

議案第１４号 

 

那須烏山市固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

 

 那須烏山市固定資産評価審査委員会委員として、次の者の選任について地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により議会の同意を求める。 

 

 平成１７年１１月２９日提出 

 

                           那須烏山市長 大 谷 範 雄 

 

以上でございます。 

○議長（青木一夫君）  提案理由の説明を求めます。 

 市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇〕 

○市長（大谷範雄君）  ただいま上程となりました議案第１４号につきまして、提案理由の

説明を申し上げます。 

 那須烏山市固定資産評価審査委員会委員の選任同意についてであります。那須烏山市誕生に

伴いまして、新しく固定資産評価審査委員会委員を選任をしたいので、地方税法第４２３条第

３項の規定に基づきまして、３人の委員の議会の同意を求めるものであります。 

 町井文治氏、横山通有氏、両名は旧烏山町の固定資産評価審査委員会委員といたしまして、
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増山善昭氏は旧南那須町の固定資産評価審査委員会委員として、長年にわたりご活躍をされた

方たちばかりであります。この３人の方々は現在那須烏山市の固定資産評価審査委員会委員を

務められておりまして、人格、見識ともに高く、また厳正、公平で本職に適任であります。し

たがいまして、ご審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明

といたします。 

○議長（青木一夫君）  以上で、市長の提案理由の説明が終わりました。 

 これにより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  質疑がないようですので、議長において議事進行し、これで質疑を

打ち切ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  異議なしと認めます。 

 よって、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

 ２３番板橋邦夫議員。 

〔２３番 板橋邦夫君 登壇〕 

○２３番（板橋邦夫君）  ただいま上程中の議案第１４号 那須烏山市固定資産評価審査委

員会委員の選任同意について、賛成の立場から討論を行います。 

 ご承知のように、固定資産評価審査委員会は、評価額への不服を受ける機関であり、固定資

産は土地、家屋、償却資産の３種でありまして、土地に精通した人、また家屋に精通した人、

そして償却資産に精通した人で構成されるのが望ましいと考えます。 

 こうした観点から、今回提案されました那須烏山市南１丁目９番２７号の町井文治氏は、元

旧烏山町職員として勤務され、税務課長等を歴任され、退職後その職責が認められ、旧烏山町

固定資産評価審査委員として長年にわたりその職務にあたられたという功績があり、税制面に

おいては極めて精通されている方であります。 

 また、那須烏山市神長５３６番地の横山通有氏は、大学卒業後、元栃木新聞記者として勤務

されておりましたが、実家を守るために早くしてふるさとに戻り、農業経営、そして林業経営

のかたわら賃貸住宅産業のオーナーとして大変幅広い分野で活躍されている方で、税制面の知

識は卓越したものを持っている方であります。 
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 また、那須烏山市大金１５１番地９、増山善昭氏におかれましては、元滋賀金属株式会社の

代表取締役として地域の産業経済の発展に大変寄与された方であると聞いております。こうし

た観点から、旧南那須町の固定資産評価審査委員会の委員として長年にわたりその職務にあた

られ、土地税制あるいは住宅税制に極めて精通した方であり、審査委員として適任であると思

います。 

 以上、申し上げましたように、３人の方は幅広い分野で活躍されており、また固定資産評価

審査委員として最もふさわしい方々であると思いますので、原案に対しまして何とぞご賛成く

ださいますようお願いを申し上げまして、賛成討論といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第４ 議案第１４号については、原案のとおり同意することにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  異議なしと認めます。 

 よって、日程第４ 議案第１４号 那須烏山市固定資産評価審査委員会委員の選任同意につ

いては、原案のとおり同意することに決定いたしました。 

                                    

     ◎日程第５ 議案第１５号 那須烏山市監査委員の選任同意について 

 

○議長（青木一夫君）  日程第５ 議案第１５号 那須烏山市監査委員の選任同意について

を議題といたします。 

 ここで、１番五味渕 博君の退席を求めます。 

 議案を朗読いたさせます。 

〔書記 朗読〕 

議案第１５号 

 

   那須烏山市監査委員の選任同意について 

 

 那須烏山市監査委員として、次の者の選任について地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１９６条第１項の規定により議会の同意を求める。 
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  平成１７年１１月２９日提出 

 

                           那須烏山市長 大 谷 範 雄 

 

 以上でございます。 

○議長（青木一夫君）  提案理由の説明を求めます。 

 市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇〕 

○市長（大谷範雄君）  ただいま上程となりました議案第１５号 那須烏山市監査委員、識

見を有する者及び議員選出の選任同意について提案理由の説明を申し上げます。 

 那須烏山市誕生に伴いまして、新しく監査委員を選任をしたいので、地方自治法第１９６条

の規定に基づき、２人の委員の議会の同意を求めるものでございます。識見を有する委員とい

たしまして冨永年秋氏を、議員選出の委員といたしまして五味渕 博氏を選任するものであり

ます。 

 冨永氏は烏山信用金庫常勤理事や旧南那須町で監査委員としてご活躍をされました。また、

五味渕議員は行政運営に関しすぐれた識見を有しております。お二人とも温厚篤実で、人格、

識見ともに監査委員にふさわしい方でございます。ご審議の上、ご同意くださいますようお願

いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（青木一夫君）  以上で、市長の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  質疑はありませんか。質疑がないようですので、議長において議事

進行し、これで質疑を打ち切ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  異議なしと認めます。 

 よって、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

 ４番髙津戸 茂君。 

〔４番 髙津戸 茂君 登壇〕 

○４番（髙津戸 茂君）  ただいま市長提出の那須烏山市監査委員の選任同意について、賛
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成の立場で討論を申し上げます。 

 有識者より選任の冨永年秋氏ですが、経歴を簡単に紹介しますと、大蔵省関東財務局に３３

年３カ月勤務されました。平成６年からは先ほど市長がご紹介したように、烏山信用金庫に勤

務、常勤理事、常勤監査の要職につかれ、平成１６年に退職されました。その後、平成１７年

度からは旧南那須町の代表監査委員として選任されました。冨永氏の豊富な経験と高い見識か

らの旧町時代における監査委員としての実績は、議員だれもが認めるところであります。 

 また、議員より推薦した選任の五味渕 博氏ですが、私が紹介するまでもありませんが、現

役のプロの税理士でもあります。すなわち最適任者を選任したと考えております。 

 行財政改革が求められる今日、監査委員の責務は重要であります。その点、この両氏は鬼に

金棒と申しますか、最適な人事として監査委員の職務を高いレベルで遂行していただけるもの

と確信しております。 

 以上の理由で、議案第１５号に対する賛成をいただけますようお願いいたしまして、賛成討

論といたします。 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第５ 議案第１５号については、原案のとおり同意することにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  異議なしと認めます。 

 よって、日程第５ 議案第１５号 那須烏山市監査委員の選任同意については、原案のとお

り同意することに決定いたしました。 

 五味渕 博議員の復席を求めます。 

                                    

     ◎日程第６ 選挙第１号 那須烏山市選挙管理委員会委員並びに同補充員の選挙に 

                 ついて 

 

○議長（青木一夫君）  日程第６ 選挙第１号 那須烏山市選挙管理委員会委員並びに同補

充員の選挙についてを議題といたします。 

 暫時休憩をいたします。執行部の皆さんは連絡するまで退席願います。 

休憩 午前１０時４５分 
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再開 午前１０時４６分 

○議長（青木一夫君）  再開いたします。 

 議案を朗読いたさせます。 

〔書記 朗読〕 

選挙第１号 

 

   那須烏山市選挙管理委員会委員並びに同補充員の選挙について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８２条第１号及び第２号の規定により、那須烏

山市選挙管理委員会委員並びに同補充員の選挙を行うものとする。 

 

  平成１７年１１月２９日提出 

 

                     那須烏山市議会議長 青 木 一 夫 

 

以上でございます。 

○議長（青木一夫君）  お諮りいたします。選挙管理委員会委員並びに同補充員の選挙につ

いては、地方自治法第１８２条の規定により、地方公共団体の議会において選挙をし、同補充

員についても同数の補充員を選挙することになっております。なお、選挙管理委員会委員の選

任は本人の承諾が必要でありますが、各委員候補については内諾をいただいておりますので、

ご報告いたします。 

 以上の規定により、選挙管理委員会委員並びに同補充員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法は地方自治法第１１８条第２項の規定より、指名推選により

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選によるこ

とにいたします。 

 お諮りいたします。指名の方法については議長において指名することにしたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  異議なしと認めます。議長において指名することに決定いたしまし

た。選挙管理委員には五味淵文男君、長谷川靖男君、宇梶俊郎君、飯野謙一君、以上の方を指
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名いたします。補充員には平石和雄君、佐竹信哉君、古家悦代君、久郷啓二君、以上の方を指

名いたします。 

 お諮りいたします。議長において指名いたしました方を選挙管理委員並びに同補充員の当選

人と定めることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  異議なしと認めます。したがって、ただいま指名した方が選挙管理

委員並びに同補充員に当選されました。 

 次に、補充員の順序についてをお諮りいたします。補充員の順序は代表者によるくじで決定

したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  異議なしと認めます。それでは抽選者には平石和雄君の代理に斎藤

雄樹議員、佐竹信哉氏の代理に滝田志孝議員、古家悦代氏の代理に斎藤文男議員、久郷啓二氏

の代理人に中山五男議員にお願いいたします。抽選は２回行います。最初にくじを引く順序、

次に本抽選といたします。代表の方は前にお進み願います。 

〔抽選〕 

○議長（青木一夫君）  抽選の結果を報告いたします。１番佐竹信哉君、２番古家悦代君、

３番平石和雄君、４番久郷啓二君、以上のとおりであります。したがって、補充員の順序につ

いてはただいま指名した順序に決定いたしました。 

 それでは休憩いたします。 

休憩 午前１０時５３分 

 

再開 午前１１時０５分 

                                    

     ◎日程第７ 議案第１０号 那須烏山市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条 

                  例の一部改正について 

 

○議長（青木一夫君）  日程第７ 議案第１０号 那須烏山市議会の議員の報酬及び費用弁

償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 議案を朗読いたさせます。 

〔書記 朗読〕 

議案第１０号 
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   那須烏山市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

 

 那須烏山市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り定める。 

 

  平成１７年１１月２９日提出 

 

                           那須烏山市長 大 谷 範 雄 

 

 以上でございます。 

○議長（青木一夫君）  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇〕 

○市長（大谷範雄君）  ただいま上程となりました議案第１０号 那須烏山市議会の議員の

報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、提案理由の説明を申し上げます。 

 本年度の人事院給与勧告に準じまして、那須烏山市議会議員の期末手当の支給額を決定する

ものでございます。今回の一般職員の給与改定に準じまして、議会の議員の期末手当につきま

しては支給率を０.０５月分引き上げる内容の改正となっております。 

 詳細につきましては総務部長より説明申し上げますので、何とぞ内容をご審議の上、可決、

ご決定賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（青木一夫君）  次に、補足説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（大森 勝君）  議案第１０号について補足説明を申し上げたいと思います。 

 ２枚目をお開きいただきたいと存じます。第６条第２項につきましては、６月と１２月に支

給する期末手当について定めた条文でございます。今回職員の勤勉手当が１００分の５引き上

げられるため、職員同様１２月に支給する期末手当を１００分の１７０を１００分の１７５に

改めるものでございます。これに伴い、議員１人当たり１万３,５１３円の増額になってまい

ります。議員総体では４８万４３０円の所要額が増えるということになります。 

 施行期日につきましては、１２月１日から施行することといたしたものでございます。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  以上で、市長の提案理由の説明及び補足説明が終わりました。 

 これにより質疑を行います。 
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 ３０番髙田悦男君。 

○３０番（髙田悦男君）  それでは、ただいま上程中の第１０号議案について、反対の立場

で意見を申し上げます。 

 去る宇都宮の議会では、市長並びに議員の引き上げは行わないと報道されたことを記憶して

おります。したがいまして、職員は年間を通して給与は下がる。その分を特別手当で引き上げ

る。しかし、その差はたしか２,７００円ぐらいの年間平均の減少になると計算をされており

ます。 

 したがいまして、私は議員の立場でこの議案には反対するものでございます。 

○議長（青木一夫君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  確かに、この後上程いたします職員等につきましては給与を０.

３％減額をして、この手当で結果として補うというのはあれなんですが、詳細は総務部長から

説明させますが、平均して１,４００云々の減額になるといった調整をさせていただきました。

あくまでも人事院勧告に従いましての給与改定ということでございますので、それをご理解い

ただきまして、このようなことで提案理由のとおりご同意いただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（青木一夫君）  ほかに質疑はございませんか。 

 ３５番平塚英教君。 

○３５番（平塚英教君）  ただいま上程中の議案第１０号 那須烏山市議会の議員の報酬及

び費用弁償に関する条例の一部改正ということでございます。今、市長の説明のとおり、これ

は人事院勧告に基づくものだということは重々理解をするわけですけれども、私も髙田議員と

同じような考えでございまして、財政が非常に厳しいということで合併をせざるを得ないとい

うことで合併をしたわけでございます。そういう中で、我々議員は在任特例ということで半年

間お認めをいただいて、新市がスムーズにいくようにチェックをしなければならないというこ

とで、３６名定数、３５名が現在認められているわけであります。 

 そういう中で、議員が３５名の中でこの引き上げを認めながら、職員の方は下げると、これ

はいかがなものかなというふうに思われます。先ほどの事例がありましたように、ほかの地方

自治体でも職員を減らす中で、自分たちの手当を上げるということはできないということから、

これをやらないところもあるわけでございますので、私もそういうふうにすべきではないかな

というふうに思うんですが、もう一度ご答弁をいただきたいと思います。 

○議長（青木一夫君）  市長。 

○市長（大谷範雄君）  お答えを申し上げます。今回の０.０５月引き上げはあくまでも期

末手当というようなことでございます。したがいまして、極めて行財政改革の中でも一時的な



平成17年第２回臨時会 第１日 

－24－ 

ことに過ぎないのかなと考えておりまして、いわばこの措置は人事院勧告の中でも一過性のも

のに過ぎない。永久的なものではないというように理解をいたしております。当然那須烏山市

の行財政改革は新しくなりまして、これから行革大綱のもとでしっかりと数値を掲げた行財政

改革を考えてまいります。 

 したがいまして、このことにつきましては、一時的な引き上げ策だろう。いわば調整額なの

かなというふうに思っておりますので、抜本的な行財政改革の範ちゅうにはないというふうに

理解をしていることをかんがみまして、ぜひこれはご承認いただきまして、今後の行財政改革

を徹底する一つの踏み石みたいなことになるのかなと考えておりますので、ぜひ本質的な行革

の一環ではないということもご理解いただきまして、今回の人事院勧告等につきましてはぜひ

ご同意いただきますようにお願いを申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

○議長（青木一夫君）  ほかに質疑はありませんか。 

 １０番佐藤雄次郎君。 

○１０番（佐藤雄次郎君）  ただいまの市長の人事院勧告に基づく趣旨もよくわかりました。

でありますので、消極的ではありますけれども賛成します。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑

を打ち切ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  異議なしと認めます。 

 よって、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

 ３５番平塚英教君。 

〔３５番 平塚英教君 登壇〕 

○３５番（平塚英教君）  議案第１０号 那須烏山市議会の議員の報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正についてでございますが、これは先ほど市長提案がありましたように、人事

院勧告に基づく市議会議員の期末手当の支給額を０.０５カ月分引き上げるということでござ

います。しかしながら、先ほども質疑の中で申し上げましたように、今、財政状況が非常に厳

しいという中で合併をしたわけでございます。そういう中で、私ども議員は市民の皆さんから

在任特例ということで半年間これが認められて、スムーズに那須烏山市が移行し、財政再建を

図るということでチェックを任されているわけであります。 
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 そういうさなか、職員には給与引き下げを迫り、自分たちが期末手当を引き上げるというこ

とにはどうしても同意しかねるということで、反対とさせていただきます。 

○議長（青木一夫君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第７ 議案第１０号について、原案のとおり可決することに賛成の諸

君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（青木一夫君）  挙手多数と認めます。 

 よって、議案第１０号については、原案のとおり可決いたしました。 

                                    

     ◎日程第８ 議案第１１号 那須烏山市長等給与及び旅費条例の一部改正について 

 

○議長（青木一夫君）  日程第８ 議案第１１号 那須烏山市長等給与及び旅費条例の一部

改正についてを議題といたします。 

 議案を朗読いたさせます。 

〔書記 朗読〕 

議案第１１号 

 

   那須烏山市長等給与及び旅費条例の一部改正について 

 

 那須烏山市長等給与及び旅費条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 平成１７年１１月２９日提出 

 

                           那須烏山市長 大 谷 範 雄 

 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  提案理由の説明を求めます。 

 市長大谷範雄君。 



平成17年第２回臨時会 第１日 

－26－ 

〔市長 大谷範雄君 登壇〕 

○市長（大谷範雄君）  ただいま上程となりました議案第１１号 那須烏山市長等給与及び

旅費条例の一部改正について、提案理由の説明を申し上げます。 

 本年度の人事院給与勧告に準じまして、那須烏山市長等給与の期末手当の支給額を決定する

ものでございます。一般職の給与改定に準じまして、市議会議員の皆様と同様市長等の期末手

当につきましても支給率を０.０５月分引き上げるという改正となっております。 

 詳細につきましては総務部長より説明申し上げますので、何とぞ内容をご審議の上、可決、

ご決定賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（青木一夫君）  次に、補足説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（大森 勝君）  市長提案理由にもありましたように、議会議員と同様に市長、

助役、収入役の１２月の期末手当の支給を１００分の５引き上げるものでございます。これに

伴いますと、平成１７年度につきましては助役、収入役が欠けているということもございまし

て、市長につきましても現実適用をされて１２月については支給するということになりますけ

れども、通常のベースに置きかえますと、３役総体では１４万６５０円の増額になるというこ

とになります。 

 以上でございます。 

○議長（青木一夫君）  以上で、市長の提案理由の説明及び補足説明が終わりました。これ

より質疑に入ります。 

 ３５番平塚英教君。 

○３５番（平塚英教君）  議案第１１号ですが、市長等給与等関係の引き上げで、人事院勧

告に基づく給与率を０.０５カ月引き上げるということでございますが、今回改選されまして

市長は決まりましたが、助役、収入役が今いないということでございます。そういう中で、通

常の場合であった場合には、１４万６５０円が引き上がるというような説明でしたが、市長単

独という状況の中で実額は幾ら引き上がるのか、ご説明をいただきたいと思います。 

○議長（青木一夫君）  総務部長。 

○総務部長（大森 勝君）  今回の市長につきましては現率が適応されるということで、通

常の３割支給になります。そうしますと、それを０.３カ月分で積算しますと１万６,３１３円

の増になるということでございます。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  質疑がないようですので、議長において議事進行し、これで質疑を

打ち切ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  異議なしと認めます。 

 よって、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

 ３５番平塚英教君。 

〔３５番 平塚英教君 登壇〕 

○３５番（平塚英教君）  議案第１１号 那須烏山市長等給与の一部改正についての提案で

ございますが、先ほど市長が提案されましたように、今回の議案につきましては人事院勧告に

もとづく改正である。さらに、市長につきましては０.３カ月分のものについて該当で、プラ

ス０.０５カ月引き上げるということで、総額では１万６,３１５円ということで極めて少額で

ありますので、これは認めてあげたいものでありますが、行政改革ということで市を挙げて進

めようということでございますので、少額であってもこの辺を律するということで市民にアピ

ールすることによって、行政改革を進めるさまざまなアピールにつながるのではないかと私は

思います。そういう点から、まことに申しわけありませんが、この点についても議員の期末手

当同様に律するということで同意できないということを申し上げたいと思います。 

○議長（青木一夫君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第８ 議案第１１号について、原案のとおり可決することに賛成の諸

君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（青木一夫君）  挙手多数。 

 よって、議案第１１号については、原案のとおり可決いたしました。 

                                    

     ◎日程第９ 議案第１２号 那須烏山市職員給与条例の一部改正について 
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○議長（青木一夫君）  日程第９ 議案第１２号 那須烏山市職員給与条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 議案を朗読いたさせます。 

〔書記 朗読〕 

議案第１２号 

 

   那須烏山市職員給与条例の一部改正について 

 

 那須烏山市職員給与条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 平成１７年１１月２９日提出 

 

                           那須烏山市長 大 谷 範 雄 

 

 以上でございます。 

○議長（青木一夫君）  本案について提案理由の説明を求めます。 

 市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇〕 

○市長（大谷範雄君）  ただいま上程となりました議案第１２号 那須烏山市職員給与条例

の一部改正につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 本年度の人事院給与勧告を受けまして、国家公務員に準じまして本市職員の給与条例等を改

正するものでございます。今回の給与改定の主な内容は、公務員と民間の給与比較におきまし

て基本給与をマイナス改定するとともに、配偶者にかかわる扶養手当の引き下げを行う一方、

ボーナスにつきましては期末勤勉手当の支給率を０.０５月分引き上げるというものでござい

ます。 

 具体的には、一般職の基本給につきましては、１２月支給分から平均０.３％の引き下げ、

配偶者にかかる扶養手当は月１万３,５００円から１万３,０００円に減額改定をされます。ま

た、期末勤勉手当につきましては、支給率が０.０５月分引き上げられますが、４月から１１

月までの給料の官民格差を解消するため、４月の給与に格差率の０.３５％を乗じて得た額に、

４月から１１月までの８カ月を乗じて得た額及び６月支給の期末勤勉手当の総額に同じく０.

３５％を乗じて得た額を、それぞれ１２月支給の期末勤勉手当から減額して支給することとな

ります。 
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 詳細につきましては、総務部長より説明申し上げますので、何とぞ内容をご審議の上、可決、

ご決定を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（青木一夫君）  補足説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（大森 勝君）  補足説明を申し上げたいと思いますので、２枚目の用紙をお開

きいただきたいと存じます。 

 第８条第３項につきましては、配偶者扶養手当を月額１万３,５００円から１万３,０００円

に改めるものでございます。これにつきましては月額５００円の引き下げということになりま

す。 

 次に、第１７条の４第２項第１号につきましては、再任用職員以外の職員を定めたものでご

ざいます。同項第２号については、再任用職員の勤勉手当を各々定めたものでございますが、

一般職員、特定幹部職員の１２月に支給する勤勉手当をそれぞれ１００分の５を引き上げる措

置をいたしたものでございます。 

 次のページの行政職給料表につきましては、国家公務員の勧告に準じ定めたものでございま

して、総体的には０.３％の減というふうになってまいります。 

 次の附則関係についてご説明を申し上げたいと思います。附則第１項につきましては、期末、

勤勉手当の支給基準日が１２月１日となっておりますことから、基準日前、基準日までに施行

しなければならないというふうなことでございますので、１１月に公布した場合については翌

月の初日、すなわち１２月１日施行といたしたものでございます。 

 飛ばさせていただきまして、次に第５項についてご説明を申し上げたいと思います。栃木県

内での官民格差が０.３５％あるということで、栃木県の人事院から勧告をされております。

そういうことから、１２月に支給する期末手当から既に支給いたしました給料、管理職手当、

扶養手当、住居手当、それに６月期に支給いたしました期末、勤勉手当の総額に官民格差であ

る０.３５％を期末手当から控除するという規定でございます。これを職員１人当たり積算し

てみますと、１万２,１８８円減額をするということになってまいります。 

 今回の改正、総体的に見てみますと、職員１人当たり年間で１,４２７円の年収の減になる

という措置でございます。 

 以上でございます。 

○議長（青木一夫君）  以上で、市長の提案理由の説明及び補足説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 ３５番平塚英教君。 

○３５番（平塚英教君）  議案第１２号の市職員の給与の条例の一部改正でございますが、
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先ほど市長のほうから所信表明がありまして、この中で行革に沿って人事評価制度の導入を進

めていきたいというようなお話がございました。人事評価、確かに住民の側から見れば、それ

ぞれ全体の奉仕者としての市職員にそういう要求があるというのも承知をしておりますが、し

かしながら、この運用が故意に間違って使われたりしないかなということを私は懸念をするわ

けでございまして、県の職員等におきましても組合と理事者側とのこういう点についての激し

いやりとりがされているようでございまして、客観的でまた正確な人事評価をどんなふうに進

めるのかなということが求められるかと思います。市の執行部のイエスマン的な人事を評価す

るということでは行政の偏りになってしまうというふうに思います。 

 そういう点では、正確に行政の発展にこういう点で寄与するということを、総合的な点数制

とか客観的な指標に基づいて、だれもが職員組合のほうでもこれならば理解できるというよう

な人事評価が求められるのかなというふうに思うんですが、この辺については職員組合等との

話し合い等が既にされたのかされないのか。その点も含めまして客観的で正確な人事評価をど

う構築するのか、この点についてのお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（青木一夫君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  先ほど所信の中でも述べましたとおり、人事評価制度については導

入をしてまいりたいと考えております。今、平塚議員もご指摘のとおり、公平、公正な人事評

価をすることは当然でございますので、いろいろと公務員の人事評価に入り込めない。公務員

制度改革がやはり国でもなかなか進まない理由は、官僚の抵抗もいろいろあることながら、生

産組合あるいは生産会社というような観点からいたしまして、難しい評価があるということが

行政体の中でも渦巻いておりますので、そのようなことになかなか踏み込めない。いわば人事

評価は公務員の世界で聖域だというふうにも言われております。 

 しかながら、私どもはやはり今住民の目線に立った、行革を主体にした行政体をスリム化す

るんだ。そういうことをやらなければならないということは、どうしても至上命令でございま

す。したがいまして、昇格、昇任あるいは期末、勤勉手当のあり方も一般的な年功序列オンリ

ーということでは、私は住民への説明がつかないとむしろ思います。 

 したがいまして、これはいわゆる情実人事であるとか、あるいは偏ったそういった人事評価

をするつもりは毛頭ございませんから、多面的にいろいろな角度から見て、しかも評価者も１

人ということではなくて多数、この観点から見てまいりますと、極めて公平で公正な評価が出

るものと私は確信をいたしておりますので、そういった意味から基本的に年功だけの問題でや

る方と、あるいはただいればいいという存在だけの方と、私は差があってしかるべきだなと考

えておりますので、そのようなことからぜひご理解をいただいて、私は公平、公正な評価のた

めに人事評価は導入していきたいと思っております。 
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 なお、当然職員組合の皆様方のご理解を得る話し合いも、今後新市になりましては新たに構

築をしてまいりたいと思いますので、その辺もご理解いただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  よろしいですか。 

 ３０番髙田悦男君。 

○３０番（髙田悦男君）  ただいま上程中の第１２号議案についてラスパイレス指数につい

てお聞きしたいと思います。今回の給与条例の改正によって、県内市町村においてどのような

位置になるのか、もし資料的に持ち合わせていればお聞きしたいと思います。 

○議長（青木一夫君）  総務部長。 

○総務部長（大森 勝君）  ラスパイレス指数関係につきましては、給与実態調査というこ

とで国との比較をし、数字的にあらわしているものでございます。今回の改正に伴ってのラス

パイレス指数等は今回出ておりません。平成１７年度の４月現在のラスパイレス指数を申し上

げたいと思います。旧町単位になりますので申しわけございませんけれども、南那須が９４.

８、烏山町が９７.２ということになります。県内の順位づけですと、４４市町村ありますけ

れども、南那須町が３６位、烏山町が２４位ということになります。これは一般行政職という

ことでご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  ３０番髙田悦男君。 

○３０番（髙田悦男君）  ラスパイレス指数が示されましたが、この格差については今後ど

のようにして埋めていくのか。もし具体策があればお尋ねいたします。 

○議長（青木一夫君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  このように９４.８と９７.２がある。おそらく合併前の両町のラス

パイレス指数だというふうに思っておりますが、この構造はやはり逆三角形型の頭でっかちに

なっているところに起因しておりまして、合併をした那須烏山職員はいずれにしても那須烏山

市の職員となりました。したがいまして、この格差是正についてはできるだけ早く、数年の間

に格差是正を行ってまいりたいと考えております。 

 したがいまして、先ほど言及いたしました人事評価制度にも関連するんでございますが、や

はり格差是正をするについても、各一人一人の職員の公平、公正な通信簿的なものは私は必要

性は感じております。そういった格差是正をする一つの基準といいますか、そういったところ

も必要だと考えておりますので、やはりそういうことも人事評価制度を導入する理由の一つに

ございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 この格差是正は当然必要でございますが、ちょっと時間がかかります。したがいまして、そ
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の間をどうするかということになりますが、私は行政のスリム化、行財政改革を訴えておりま

すから、そういった中でやはり目指すは職員の少数精鋭主義を考えておりますので、やはり職

員にもラスパイレス指数を上げたいというのが本音なんですね。職員に給料をたくさんあげた

い。しかし職員の数を適正数にする必要がある。そういうことから、少数精鋭主義になって、

県下でもラスパイレス指数を上位に上げていきたいと思っておりますので、その辺も含めて職

員も切磋琢磨をして、そのような住民福祉の向上に、すばらしい職員に育ってもらいたいがた

めの一つの政策であろう。このように理解をしていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  ３０番髙田悦男君。 

○３０番（髙田悦男君）  市長の意気込みを買いまして了解としたいと思います。 

○議長（青木一夫君）  ４番髙津戸 茂君。 

○４番（髙津戸 茂君）  今の髙田議員の質問と回答を聞いて私は疑問を感じたので、同じ

内容になりますが質問させていただきます。 

 ラスパイレス指数自身が構造によるものだと話されましたが、この指数自身はそうではなく

て、学歴とか勤続年数もすべて加味した中で計算されている数字なんですね、この数値という

のは。ということは、先ほど総務部長から回答があったように、旧両町間で同じ尺度で見たと

きに格差があるんですよね。これは今までできてきた格差だと思います。しかし、一緒になっ

た中で同じ業務をやっているわけですね。これには、時間がかかれはかかるほど、職員同士の

不平、不満が出てくるわけです。私は、これは政策できちっとラスパイレス指数を同じにしま

すということを挙げるべきではないかと思います。 

 先ほど言った人事評価とかそういうものとは別に、施策としてきちっとまず同じベースにつ

けない限り、時間がかかればかかるほど職員間の関係が逆にうまくいかない危険性もあるので

はないか。ですから、考え方のベースをもう少しきちっとして、できれば合併と同時に一緒に

してしまえばよかったんですけれども、議員でも何でも一緒にしたんですから。できなければ、

早い時期に、これは公平、公正という基本だったら早い時期にきちっとするべきである。それ

を踏まえた上で人事評価制度をしたり、そういうことが重要ではないかなと、私今聞いていて

そう思いましたので、その辺の考えがあればお答えいただきたい。 

○議長（青木一夫君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  ３３１名の職員でスタートいたしました那須烏山市でございまして、

合併時以降もかなり混乱をするということを考えまして、分庁方式ということで今進めており

ます。しかし、これはいつまでも永年続けるわけにいきませんので、これも早い時期には本庁

方式にもっていくということになるわけでございますので、そういうまでの過程は移行期間と
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いうのはやはり大事だと思っております。 

 これで基本的に両町のラスパイレスの同率を早急にやるということになりますと、下げる、

上げるという方向で進めていきますと、基本的に私は下げることはしたくないと考えておりま

すので、そうしますと、高いほうに上げるということになります。そういたしますと、一気に

これをやりますと、大変財政負担が伴ってくるということになります。したがいまして、今ま

で両町を歴史的に何十年もやってきたこの人事制度の中で、一気にこのラスパイレスを同率に

するんだというような考え方は、今の合併時の人事制度につきましてはふさわしくないのかな

と考えております。 

 さりとて、これは１０年も２０年も先だということを言っているものではございません。し

たがいまして、少なくとも３年から４年かけまして、その辺の調整はしてまいるということで

ございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（青木一夫君）  ４番髙津戸 茂君。 

○４番（髙津戸 茂君）  済みません、また私の考え方との相違がありまして、高いほうに

上げるべきであるとは私は一切思っておりません。両方の平均で総額が一緒であればいいので

はないかな。その辺は総額が変わらなければだれでも納得するところではないかなと思うんで

すが、言っているのは同じ職場で数ポイントの差がある。金額にしたら非常に大きいんです。

あと、県内を見ても足尾町とかはラスパイレス指数８９％台なんですよ。今９０％ぐらい行っ

たかもしれません。 

 先ほど順位を言いましたですね。旧南那須町が３６位、旧烏山町が２４位だと言っていまし

たけれども、これはその自治体の財政力によって決めるべきものであって、足尾さんの例では

ないですけれども、今の数字、高いほうがいいのか、低いほうがいいのかという、高いほうに

合わせなければというようなのは、これは役場職員自身が一番はっきりわかっているのではな

いかな。行政の財政力わかってますからね。ですから、そこで適正な数字にすべきではないか

な。近隣の小川町さんも馬頭町さんも調べてもそうは高くありません。旧烏山町さんが高かっ

たんですということだけであって、私は総額で、やはり職員の公平を保つ意味ではきちっとや

るべきではないかなということで、先ほど質問したわけなんですが、その辺の考えがありまし

たらお願いいたします。 

○議長（青木一夫君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  行政改革を徹底して断行するんだということから、相反するのでは

ないかというようなご意見もあるとは思いますが、私はこの職員の適正化計画というものを数

値目標を掲げて毎年行ってまいりますということを申し上げました。したがいまして、その中

でこの職員の人権費そのものの総体でもって減らしていきたいというような考え方がございま
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す。その中で、一時的にラスパイレス指数を同率にさせるというようなことは、どうしても下

げればいいじゃないかということもございますが、双方の合併で何十年やってきた実績を踏ま

えた給与だったと思っております。したがいまして、それを引き継いだわけでございますから、

今までのことはやはり継承しながら、これからの行革に取り組んでいくというスタンスでござ

います。 

 したがいまして、今までのやつを全く否定をして一時的に低いほうに下げたというようなこ

とであっては、私は職員の意識どころか、組織の崩壊的なことも考えられますので、私は３年

なり４年なり時間をおかせていただいて、適正化の人員配置、行政のスリム化、そして適正化

を年次ごとにやることによって、総体的な人件費削減を毎年毎年減らしていくという考え方を

持っておりますので、ぜひご理解をいただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  ４番髙津戸 茂君。 

○４番（髙津戸 茂君）  総体的人件費削減とはまた別な次元で、職員の公正な扱いを早く

するべきであるという点で質問させていただいたわけです。ぜひその方向でやっていただきた

いということで質問を終わります。 

○議長（青木一夫君）  １７番中山五男君。 

○１７番（中山五男君）  先ほどから烏山町と南那須町の職員の給与の格差の問題が議論さ

れていますが、私はこのことにつきまして、ことしの６月の定例会の一般質問でも町長に質問

申し上げ、答弁をいただいておりますが、私の記憶の範囲内では、もし烏山町の職員に合わせ

て南那須町の職員の給与を一気に引き上げたとすれば、約７,０００万円の人件費の増額につ

ながると、そのように申し上げたつもりであります。それに対しての町長の答弁もいただいて

おりますが、いずれにしましても、この問題をここで議論してもなかなか議論し尽くせないと

思っておりますので、今後の適当な市長の判断をお願いしたいと思います。 

 ところで今回の議案の件なんですが、これは人事院勧告に基づいたものでありますから、原

案につきましては賛成するものであります。ただ、１点ここでお伺いしたいことがございます。

議案書の後ろ側に別表として給与表が添付されております。職員の給与表は私の記憶の範囲内

では、一般行政職の給与と技能労務職員の給与表１と２に区分されていたような記憶がありま

すが、今回示されているのは１枚だけなんですが、今は統一した給与表、これと理解してよろ

しいのか。そうしますと、今度は技能職も一般職も同じとなりますと、昇給の基準とかはどの

ような方法でこれから実施されるのか。それについて１点お伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  総務部長大森 勝君。 
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○総務部長（大森 勝君）  ご質問にお答えを申し上げたいと思います。行政職給料表と技

能労務職の給料表１と２というふうに今までしていたと思います。今回の那須烏山市の関係に

つきましては、行政職給料表については条例案件としてございます。技能労務職関係につきま

しては規則で定めるということにしてございまして、この関係につきましては条例規則という

関係で、今回技能労務職の給料表については提出をしていないということでご理解をいただき

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  １７番中山五男君。 

○１７番（中山五男君）  そうしますと、技能労務職は今までどおりの給与表２というのが

あって、それを適用する。そうしますと、今回の給与改正で技能労務職の給与表も同じように

改正をするのでしょうか。 

○議長（青木一夫君）  総務部長。 

○総務部長（大森 勝君）  今回技能労務職につきましては、規則ということで私どものほ

うで今回議会に承認されれば、技能労務職等についても規則の改正ということで、今回適用を

していきたいというふうに考えております。 

○１７番（中山五男君）  了解しました。 

○総務部長（大森 勝君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑

を打ち切ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  異議なしと認めます。 

 よって、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

 ３５番平塚英教君。 

〔３５番 平塚英教君 登壇〕 

○３５番（平塚英教君）  議案第１２号 那須烏山市職員給与条例の一部改正について反対

討論を申し上げます。 

 これにつきましては人事院勧告に伴う所要の改正でございますが、この人事院勧告は公務員

のスト権を与えないかわりに、その生活をきちんと保証するということで定められた制度であ

りますが、いわゆる財政諮問会議等から財界のほうから公務員は多過ぎるというような攻撃の
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中で、その一環として公務員の給与を引き下げるような競い合うような動きの中で、これが提

案されているというふうに私は考えます。 

 そういう中で、先ほど私ども議員の期末手当や市長等の期末手当の引き上げをしながら、職

員の皆さんには年額給与を引き下げるということについては、あまりにもバランスを欠くとい

うことで、私はこれには同意できないということでございます。 

○議長（青木一夫君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第９議案第１２号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君

の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（青木一夫君）  挙手多数と認めます。 

 よって、議案第１２号については、原案のとおり可決いたしました。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時５８分 

 

再開 午後 １時００分 

○議長（青木一夫君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。日程第１０ 議案第１号から日程第１８ 議案第９号までの会計予算に

つきましては、市長選出に伴い本予算を編成したもので、平成１８年３月までの６カ月間の経

費を計上した予算であります。つきましては、会計予算９議案を一括して議題とし、提案理由

の説明後総括質疑に入り、質疑後各議案ごとに討論を行い、議事を進めることにいたしたいと

思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  異議なしと認めます。 

                                    

     ◎日程第１０ 議案第１号 平成１７年度那須烏山市一般会計予算について 

     ◎日程第１１ 議案第２号 平成１７年度那須烏山市国民健康保険特別会計予算に 

      ついて 
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     ◎日程第１２ 議案第３号 平成１７年度那須烏山市熊田診療所特別会計予算につ 

      いて 

     ◎日程第１３ 議案第４号 平成１７年度那須烏山市老人保健特別会計予算につい 

      て 

     ◎日程第１４ 議案第５号 平成１７年度那須烏山市介護保険特別会計予算につい 

      て 

     ◎日程第１５ 議案第６号 平成１７年度那須烏山市農業集落排水事業特別会計予 

      算について 

     ◎日程第１６ 議案第７号 平成１７年度那須烏山市下水道事業特別会計予算につ 

      いて 

     ◎日程第１７ 議案第８号 平成１７年度那須烏山市簡易水道事業特別会計予算に 

      ついて 

     ◎日程第１８ 議案第９号 平成１７年度那須烏山市水道事業会計予算について 

 

○議長（青木一夫君）  したがって、議案第１号 平成１７年度那須烏山市一般会計から議

案第９号 平成１７年度那須烏山市水道事業会計予算までの９議案を一括して議題といたします。 

議案を朗読いたさせます。 

〔書記 朗読〕 

 １ページをお開きください。 

議案第１号 

 

平成１７年度那須烏山市一般会計予算 

 

 平成１７年度那須烏山市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５,９３２,５００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担すること

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

（地 方 債） 
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第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、６００,

０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流

用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算 

 額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 

     平成１７年１１月２９日 提出 

 

                      栃木県那須烏山市長 大 谷 範 雄 

 

 ８１ページをお開きください。 

議案第２号 

 

   平成１７年度那須烏山市国民健康保険特別会計予算 

 

 平成１７年度那須烏山市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１,７８３,２００千円と定め、 

 診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５６,４００千円と定める。 

２ 事業勘定及び診療施設勘定の歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、 

 「第１表歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入 

 金の借入れの最高額は、事業勘定５０,０００千円、診療施設勘定２０,０００円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流 
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 用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ 

 らの経費の各項の間の流用。 

 

     平成１７年１１月２９日 提出 

 

                      栃木県那須烏山市長 大 谷 範 雄 

 

 １１７ページをお開きください。 

議案第３号 

 

   平成１７年度那須烏山市熊田診療所特別会計予算 

 

 平成１７年度那須烏山市の熊田診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２０,３００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入 

 金の借入れの最高額は、１０,０００千円と定める。 

 

     平成１７年１１月２９日 提出 

 

                      栃木県那須烏山市長 大 谷 範 雄 

 

 １２７ページをお開きください。 

議案第４号 

 

   平成１７年度那須烏山市老人保健特別会計予算 

 

 平成１７年度那須烏山市の老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
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（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１,６９１,６００千円と定る。 

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入 

 金の借入れの最高額は、３０,０００千円と定める。 

 

     平成１７年１１月２９日 提出 

 

                      栃木県那須烏山市長 大 谷 範 雄 

 

 １３７ページをお開きください。 

議案第５号 

 

   平成１７年度那須烏山市介護保険特別会計予算 

 

 平成１７年度那須烏山市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１,１６２,０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入 

 金の借入れの最高額は、５０,０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流 

 用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ 

 らの経費の各項の間の流用。 

 

     平成１７年１１月２９日 提出 
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                      栃木県那須烏山市長 大 谷 範 雄 

 

 １５５ページをお開きください。 

議案第６号 

 

   平成１７年度那須烏山市農業集落排水事業特別会計予算 

 

 平成１７年度那須烏山市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３７,６００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（地 方 債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことが

できる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方

債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３０, 

 ０００円と定める。 

 

     平成１７年１１月２９日 提出 

 

                      栃木県那須烏山市長 大 谷 範 雄 

 

 １６７ページをお開きください。 

議案第７号 

 

   平成１７年度那須烏山市下水道事業特別会計予算 

 

 平成１７年度那須烏山市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
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（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２７７,５００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担すること 

 ができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

（地 方 債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、 

 限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５０, 

 ０００千円と定める。 

 

     平成１７年１１月２９日 提出 

 

                      栃木県那須烏山市長 大 谷 範 雄 

 

 １８５ページをお開きください。 

議案第８号 

 

   平成１７年度那須烏山市簡易水道事業特別会計予算 

 

 平成１７年度那須烏山市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４１,０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（地 方 債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことが

できる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方

債」による。 

（一時借入金） 
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第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３０, 

 ０００千円と定める。 

 

     平成１７年１１月２９日 提出 

 

                      栃木県那須烏山市長 大 谷 範 雄 

 

 １９７ページをお開きください。 

議案第９号 

 

   平成１７年度那須烏山市水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 平成１７年度那須烏山市の水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）給 水 戸 数              ７,７２０ 戸 

 （２）年間総給水量           １,２１３,０００ ㎥ 

 （３）一日平均給水量              ６,６６３ ㎥ 

 （４）主要な建設改良事業（上水道整備費）  １１２,９１０ 千円 

 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

           収        入 

 第１款 水道事業収益           ３１０,６４７ 千円 

  第１項 営 業 収 益           ２８２,６８４ 千円 

  第２項 営 業 外 収 益            ２７,９６２ 千円 

  第３項 特 別 利 益                 １ 千円 

 

           支        出 

 第１款 水道事業費用           ３３６,５４３ 千円 

  第１項 営 業 費 用           ２３４,２８０ 千円 
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  第２項 営 業 外 費 用           １００,９６３ 千円 

  第３項 特 別 損 失               ３００ 千円 

  第４項 予 備 費             １,０００ 千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出

額に対して不足する額９８,０９７千円は、当年度分損益勘定留保資金９２,４８３千円、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５,６１４千円で補てんするものとする。） 

           収        入 

 第１款 資 本 的 収 入           １３２,０９４ 千円 

  第１項 企 業 債            ７５,０００ 千円 

  第２項 出 資 金            ４１,４７４ 千円 

  第３項 負 担 金             ６,６２０ 千円 

  第４項 国 庫 補 助 金             ９,０００ 千円 

           支        出 

 第１款 資 本 的 支 出           ２３０,１９１ 千円 

  第１項 建 設 改 良 費           １１９,４２２ 千円 

  第２項 企業債償還金           １０９,７６９ 千円 

  第３項 予 備 費             １,０００ 千円 

 

 （企 業 債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利   率 償 還 の 方 法 

老朽管更新事業 ４０,０００千円 普通貸付 ５ . ０ ％ 以 内 。 た だ

し、利率見直し方式を

選択した場合、５．

０％を上回った際に

は、当該見直しを行っ

た利率。 

 政府資金又は公営企業金融公庫資金に

ついては、その融資条件により、銀行そ

の他の場合にはその債権者と協議するも

のによる。 

 ただし、市財政の都合により、据置期

間及び償還期間を短縮し、又は、繰上償

還もしくは、低利に借りかえることがで

きる。 

排水管布設事業 ３５,０００ 同 上 同 上 同 上 

計 ７５,０００    
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 （一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、１００,０００千円と定める。 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又 

 はそれ以外の経費をその経過の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費        ２７,３５９ 千円 

 （２）交 際 費            ３０ 千円 

 

 （たな卸資産購入限度額） 

第８条 たな卸資産の購入限度額は、４,６６４千円と定める。 

 

       平成１７年１１月２９日 提出 

 

                      栃木県那須烏山市長 大 谷 範 雄 

 以上でございます。 

○議長（青木一夫君）  市長の提案理由の説明を求めます。 

 市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇〕 

○市長（大谷範雄君）  ただいま一括上程となりました議案第１号から議案第９号までの提

案理由の説明を申し上げます。 

 まず、平成１７年度那須烏山市一般会計予算についてであります。概要をご説明いたします。

今般の予算につきましては、新市発足後１０月１日からのつなぎ予算でもある暫定予算にかわ

りまして、市長選出に伴いまして本予算を編成したものであります。期間は平成１８年３月ま

での６カ月間の経費について計上したものであります。これによりまして、本予算の議決

後、暫定予算は本予算に吸収されることになり、暫定予算の執行額は本予算の執行額となり

ます。 

 南那須町と烏山町が合併をし、那須烏山市が誕生いたしましたが、歳入の根幹であります市

税収入の伸びが期待できず、また三位一体の改革に伴う国庫支出金や地方交付税の削減により

まして、歳入の確保が厳しい状況にあります。一方、歳出面におきましては、合併経費に加え

少子高齢化に伴う扶助費や繰出金の増加、さらには公債費の増嵩などにより、引き続き厳しい

財政運営を強いられております。 
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 しかしながら、住民に身近な行政サービスを提供する市の役割はますます重要となりまして、

保健、福祉、医療への対応、さらには地域経済の活性化対策など、新たな課題にも積極的に取

り組むことが求められております。 

 このようなことから、那須烏山市の平成１７年度本予算は、２町合併後の融和に最大限配慮

いたし、現下の緊要な課題に的確に対処いたし、一層の市民福祉の向上に徹した予算編成を行

ったところであります。 

 予算の概要でございますが、平成１７年度那須烏山市一般会計予算額は５９億３,２５０万

円で、主に次の経費を計上いたしました。①旧町予算の継承に係るもの。②合併に伴って新た

に必要となった経費。③緊急に必要となった経費、④安全対策に係る経費などであります。 

 歳入につきましては、市税は１０月以降の半年分の収入見込額を計上し、地方交付税は合併

に伴う特別交付税の加算分を見込むとともに、市債は合併推進債及び合併特例債を計上しま

した。歳出につきましては、合併経費を中心に、人事異動及び人事院勧告に伴う人件費の精

査、道路維持整備費、中学校統合事業費、その他アスベスト分析調査費を予算措置いたしま

した。 

 なお、歳入歳出予算のうち、本予算において新たに追加されました主な内容は、次のとおり

であります。まず、歳入でございます。市税７億５,８３８万２,０００円、地方譲与税１億７,

４０４万３,０００円、地方消費税交付金１億２,０００万円、地方交付税１５億８,５３３万

２,０００円でございまして、うち普通交付税は８億６,５３３万２,０００円、特別交付税は

７億２,０００万円となっております。諸収入うち旧南那須町及び旧烏山町歳計剰余金であり

ます。これは合計８億８,４０５万円であります。市債は８億８,６４０万円、うち合併推進債

が１億１,１４０万円、合併特例債が９,６５０万円でございます。うち臨時財政対策債４億６,

５９０万円となっております。 

 歳出でございます。総務費でございます。まず、庁舎整備費でございます。南那須庁舎屋根

防水改修工事に１,４１０万円、烏山庁舎会議室改修工事に４００万円であります。 

 民生費は特別障害者手当等支給事業費２０８万４,０００円、生活保護扶助費１億７,８２４

万７,０００円であります。 

 衛生費は水道事業繰出金等６,１６６万７,０００円でございます。 

 農林水産業費であります。県単独土地改良事業費、これは塩那台地土地改良区災害復旧補助

金３５７万７,０００円、市単独土地改良事業補助金（農道、用水路、排水路）等の整備補助

であります１４５万円。 

 次は土木費でございます。道路台帳統合化業務委託料６９３万円、道路維持修繕料２,４００

万円、除雪凍結対策費７００万円、道路維持整備費（舗装、側溝、路肩修繕工事）など１,
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９２５万円。 

 次は教育費であります。中学校統合事業費４６０万円、烏山中学校スクールバス購入費２台

分９６３万９,０００円となっております。そのほかアスベスト分析調査費、これは庁舎、市

営住宅、小・中学校調理場等で５６万５,０００円の調査費を充てております。幼稚園及び保

育園ブランコ安全対策費で７４万円。 

 さらに債務負担行為は予算書添付の調書のとおりでございまして、３９件でございます。 

 次は地方債であります。将来の財政運営に配慮いたしまして、合併特例債、合併推進債、辺

地対策事業債など有利な起債を活用いたしております。これは９事業ございまして、８億８,

６４０万円でございます。 

 一時借入金でございますが、一時借入金の借入れの最高額は６億円とさせていただきました。 

 以上が、平成１７年度那須烏山市一般会計本予算の概要でございます。 

 次は議案第２号 平成１７年度那須烏山市国民健康保険特別会計予算についてでございます。

本会計は、事業勘定と診療施設勘定の２つの勘定がございますので、事業勘定からのご説明を

まず申し上げます。 

 予算総額は１７億８,３２０万円でございます。歳出の主なものは、合併後半年間の保険給

付見込額及び老人保健拠出金であります。これらの財源は、保険税と国庫負担金が主なもので

ありますが、保険税につきましては合併後の納期にかかるものについては、その予定額を計上

いたし、国庫負担金につきましては合併後に交付される見込額を計上いたし、不足額につきま

しては財政調整基金繰入金をもって措置いたしました。 

 続きまして、診療施設勘定でございますが、予算総額は５,６４０万円であります。歳出の

主なものは、総務費と医業費で合併後半年間にかかる管理費及び医薬材料費を計上いたしてお

ります。これらの財源は、診療収入及び合併前の歳計剰余金をもって措置をいたしました。 

 なお、本案は過日の国民健康保険運営協議会に諮問いたしまして、原案のとおりの答申を得

ておりますことをご報告申し上げます。 

 次は議案第３号 平成１７年度那須烏山市熊田診療所特別会計予算についてであります。本

会計、予算総額１億２,０３０万円でございます。歳出の主なものは、施設整備費でありまし

て合併前から継続しております診療所新築工事で合併後にかかる諸費用でございます。この財

源につきましては、国庫補助金、一般会計繰入金及び合併前の歳計剰余金をもって措置いたし

ました。このほか、診療所運営に係る諸費用につきましては、診療収入をもって措置いたしま

した。 

 議案第４号は平成１７年度那須烏山市老人保健特別会計予算についてであります。予算総額

は、１６億９,１６０万円でございます。歳出の主なものは合併後半年間の医療諸費見込額で
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ありまして、これらの財源につきましては、支払い基金交付金、国県支出金及び一般会計繰入

金等で措置いたしました。 

 議案第５号は平成１７年度那須烏山市介護保険特別会計予算についてであります。介護保険

特別会計予算につきましては、歳入及び歳出総額とも１１億６,２００万円を計上いたしまし

た。初めに、歳入の主なものにつきましては、保険料、介護給付費、国県負担金、支払い基金

交付金で合併後６カ月間に収納が見込まれるものを計上いたしました。 

 また、歳出の主なものにつきましては、旧町で執行いたしました保険給付等で合併後に支出

されるものや、介護保険法制度改正により１０月制度改正により今後支出が見込まれる特定入

所者サービス給付費等について措置をしたほか、契約等通常業務で必要な経費を計上いたして

おります。 

 議案第６号であります。平成１７年度那須烏山市農業集落排水事業特別会計予算についてで

ございます。興野地区の農業集落排水事業につきましては平成１２年１月に供用開始し、以来、

施設の維持管理及び供用率の向上に取り組んでまいりました。現在、７７％の世帯で使用して

いるところであります。 

 平成１７年度の当初予算につきましてはご承認いただきました暫定予算を踏襲いたしまして、

総額３,７６０万円を計上いたしました。歳出の主なものは、建設事業に係る地方債の元利償

還金、県の河川改修による排水管渠の布設替工事及び水処理センター等施設の維持管理であり

ます。 

 これらの財源につきましては、施設使用料、市債、補償費及び一般会計繰入金等をもって措

置をいたしております。 

 議案第７号 平成１７年度那須烏山市下水道事業特別会計予算についてであります。烏山処

理区における整備状況でございますが、全体計画区域２６０ヘクタールのうち、認可区域９９

ヘクタールの整備を進めているところであります。平成１７年３月末の整備面積は約６０ヘク

タールで、全体計画に対する整備率は２３％であります。この水洗化率は２２.３％でござい

まして、年間汚水処理量は５万１６８立方メートルであります。 

 また、南那須処理区におきましては、全体計画区域７６ヘクタールのうち、平成１７年３月

末までに認可区域６１ヘクタールの整備を完了いたしております。水洗化率は７４.９％で、

年間汚水処理量は１７万６,６３１立方メートルであります。 

 平成１７年度の当初予算につきましては、ご承認をいただきました暫定予算を踏襲いたしま

して、総額２億７,７５０万円を計上いたしました。歳出の主なものは、水処理センターの維

持管理費、管渠工事費及び建設事業に係る地方債の元利償還金であります。これらの財源につ

きましては、施設使用料、汚水処理施設整備交付金、市債及び一般会計繰入金等をもって措置
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をいたしました。 

 議案第８号 平成１７年度那須烏山市簡易水道事業特別会計予算についてであります。水道

水は私たちが日常生活を営む上で欠かすことのできない大切なものであります。簡易水道、特

に中山間地域を対象に給水をしておりますので、住民の生活用水の安定供給のため、施設の維

持管理に万全を期してまいる所存であります。 

 本会計の予算は、平成１７年１０月１２日にご可決いただきました暫定予算に基づきまして、

平成１７年１０月から平成１８年３月までの予算といたしまして総額１億４,１００万円でご

ざいます。歳入の主なものは、水道使用料、施設災害共済金、烏山町歳計剰余金、一般会計繰

入金、市債であります。歳出の主なものは、職員人件費、簡易水道施設維持管理費、水道施設

整備費、市債元利償還金でございます。 

 議案第９号は平成１７年度那須烏山市水道事業会計予算についてであります。水道事業につ

きましては、公営企業経営の基本原則であります「経済的運営と公共の福祉の増進」に心がけ、

多様化する市民の要望に対応しながら、良質で安全な水道水を安定的に供給し、信頼される水

道事業経営を構築していくことが肝要であると存じております。 

 事業経営におきましては、効率のよい事業計画と経費の節減、サービスの向上など一層企業

努力を図るとともに、安定供給のため維持管理に万全を期し、施設の整備等に努めているとこ

ろでございます。 

 今回の予算は、平成１７年１０月１２日にご可決をいただきました暫定予算に基づきまして、

平成１７年１０月から平成１８年３月までの企業活動に伴い発生する収益、費用について計上

したものであります。 

 収益的収入の主なものは、水道料金、他会計繰入金、施設災害共済金等でありまして、３億

１,０６４万７,０００円を計上いたしました。 

 収益的支出の主なものは、原水及び浄水費、配水及び給水費、総係費、減価償却費、支払利

息等で３億３,６５４万３,０００円でございます。 

 投資的経費であります資本的収入の主なものは、企業債、他会計出資金、負担金、国庫補助

金等で、１億３,２０９万４,０００円であります。 

 資本的支出の主なものは、老朽化いたしました既設配水管の布設替の建設改良費、企業債償

還元金に係る資本的支出で、２億３,０１９万１,０００円を計上いたしております。 

 以上、議案第１号から議案第９号まで一括提案理由の説明を申し上げました。なお、款、項、

目、節にかかわります歳入歳出予算は、予算書及び予算に関する説明書のとおりでございます。

何とぞ慎重ご審議の上、可決、決定をくださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説

明とさせていただきます。 
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○議長（青木一夫君）  これより質疑を行います。 

 ２２番樋山隆四郎君。 

○２２番（樋山隆四郎君）  ただいま上程中の第１号議案 一般会計予算についての質問を

いたします。那須烏山市になりまして、予算の中でわからない部分がありますので、質問が多

岐にわたるかとは思いますが、ご了承のほどお願いいたします。 

 まず最初に１５ページ、市税、固定資産税。この中で、国有資産等所在市町村納付金という

ものがありますが、この施設はどういう施設なのか。それと、同じ１５ページの市税で、入湯

税の滞納繰り越し分が１７０万円あるわけですね。現年課税分が２７２万２,０００円という

ことですが、滞納分がちょっと多いので、この辺の理由の説明をお願いいたします。 

 それと、次の１７ページ、地方交付税、この中の特別交付税７億２,０００万円、この主な

事業の説明をお願いいたします。 

 次に１８ページ、商工使用料のやまびこの湯使用料、これはこのほかに雑入で使用料が６１９

万５,０００円、雑入で６４９万８,０００円、そして運営費で３,３９３万円というふうに、

やまびこの湯というのは予算の中ではあるんですが、これは１,０００万円近くの大変な赤字

になっています。こういうことに関してどういうふうな見解を持つのか。 

 ２３ページの農林水産業費の中の畜産基盤再編総合整備事業ということがありますが、どう

いう事業なのか。 

 ２８ページの市債、辺地対策事業債ということでありますが８,０００万円。この事業内容

はどういうものなのか。 

 ３１ページ、企画費、行政マネジメントシステム事業費、この内容です。金額は小さいんで

すが、内容です。 

 ３２ページ、自治振興費、自治振興費ということで１,９９６万９,０００円というのが出て

いるんですが、これは報酬は５８１万５,０００円ということでありますが、自治振興費に関

しましてはちょっと難しい問題がありました。それも烏山町で振興補助金という問題は違法性

があるということで監査請求があったものでありますから、こういうものに抵触するのかどう

か。この辺の説明をお願いいたします。 

 ４２ページ、環境衛生費、浄化槽設置事業費ということで３,９８８万４,０００円、これは

浄化槽何基分なのか。 

 ４７ページ、林業振興費、森林整備地域活動支援交付金事業というものが９５１万２,０００

円あるんですが、この内容がわからないので説明をお願いします。 

 最後になりますが５３ページ、サタデースクール事業費２６３万円とありますが、これは人

件費なのか。あるいは備品とか教材を買うお金なのか、説明をお願いいたします。 
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 以上でございます。 

○議長（青木一夫君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  総務部関係についてお答えを申し上げたいと思います。１５ペ

ージの国有資産等所在市町村納付金関係の内容ですけれども、これにつきましては栃木県営林

局、職業安定局が該当になってきております。 

 次に、入湯税の滞納関係ですけれども、入湯税につきましては、特別徴収ということで入湯

税を徴収することになっております。現在該当するところが３事業所等がございまして、そこ

が現在若干税等がおくれているような状況がございます。そのほかに実質的には破産した企業

もあるということでご理解をいただきたいと思います。 

 特別交付税関係の計上等につきましては、今回ご指摘のように特別交付税で７億２,０００

万円計上してございます。これにつきましては、合併に伴う特別交付税措置が３カ年で６億８,

０００万円措置をされまして、今回そのうち２分の１、５０％が初年度に交付をされるという

ことになっておりまして、それが３億４,０００万円今回計上しております。そのほかに今ま

で２町等で交付されておりました特別交付税、通常４億円を超えていたわけですけれども、今

回３億８,０００万円計上させていただいております。 

 辺地債関係につきましては、現在南那須で事業等を行っておりまして、田野倉曲畑線が１カ

所でございます。そのほかに辺地債事業は曲田逆川線の２つの道路関係に充当しております。 

 自治振興費関係につきましては、現在法に抵触しているかどうかという問題でございますけ

れども、これらにつきましては烏山の訴訟等については、税の上乗せ分についての違法性を問

われているところでございまして、今回についてはすべてそういうものを排除してございます

ので、違法性等はないものと私は考えております。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  経済環境部長佐藤和夫君。 

○経済環境部長（佐藤和夫君）  まず、やまびこの湯について申し上げたいと思います。や

まびこの湯は昨年の入館が９万９,２５０人ということで、１カ月当たり約８,０００人でござ

います。今年になりまして、６月にポンプの事故が起きまして、月平均６,２９４人というこ

とで月１,８００人ほど減少しております。したがいまして、昨年収入が５,６００万円、支出

が５,１００万円、おおむね５００万円の黒字をいただいていたわけですが、ことしの６月か

らそういう状況になりましてマイナスになってきております。状況は月平均費用が４１０万円、

収入が２２０万円ですから、大体１９０万円の毎月の減額という状況でございます。 

 ご質問の歳入のほうのやまびこの湯使用料６１９万５,０００円につきましては、１０月か

ら３月までの利用収入を見ております。次に、雑入のほうの６９４万８,０００円につきまし
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ては、食堂の売り上げと自販機等でおおむね月１００万円でございまして、６９０万円を計上

させていただいている状況でございます。 

 次に、畜産関係の１億何がしかの事業のご質問でございますが、これは事業主体は農業振興

公社でございます。新市で主に南那須の方が加入しているわけでございますが、７名加入して

おりまして、平成１７年度から平成２０年度まで４カ年計画でおおむね８億円の事業を計画し

ております。どんなものかと申しますと、草地の造成、堆肥舎あるいは畜産の基地、ふん尿処

理施設、そういうのを合わせまして８億の事業費でございまして、平成１７年から平成２０年

まで、補助率は草地が７５％、施設が７０％でございまして、今年度１億５,０００万円の事

業でございまして、７５％及び７０％ですので１億ちょっとの事業費ということでございます。 

 森林の９５１万２,０００円でございますが、これにつきましては南那須町と烏山町、旧町

でございますが、南那須が森林２４０.４７ヘクタール、烏山が６７１.５ヘクタール、合わせ

まして９１１ヘクタールが事業費でございますが、那須南森林組合におきまして１団地で３０

ヘクタールを設定いたしまして、樹齢３５年以下の杉、ヒノキなどを対象にしまして林の境界

の確認、下刈り、歩道の設置などを森林組合のほうで事業をやっていただくために、１ヘクタ

ール１万円でございまして、補助交付金、県と町の交付金ということで県が７５％、市が２

５％、合わせまして９１１万９,７００円を補助するものでございまして、差額については事

務費でございます。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  建設部長池尻昭一君。 

○建設部長（池尻昭一君）  合併浄化槽の設置基数についてのご質問についてお答え申し上

げます。５人槽について２２基、７人槽について７３基、１０人槽について４基、計９９基を

予定しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（青木一夫君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  サタデースクール関係につきましてご説明をしたいと思います。

総額２６３万円の予算措置でございまして、後半期といいますか９月から２月、これは小学校

の関係です。中学校が１０月から２月というようなことで、これから支出されるものでござい

まして、議員ご指摘のように人件費か教材費かというご指摘でございますが、そのうち２３１

万円が講師の委託ということで民間の塾に講師派遣をしている。残りの３０万円ほどが教材費

関係。学校で行っておりますので、土曜日でございますので学校の先生方にかぎの開閉、そう

いうものの費用が総額で２６３万円というふうにご理解いただきたいと思います。なお、荒川

小、江川小６年生、下江川中の３年生ということで現在実施している事業でございます。 
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 以上です。 

○議長（青木一夫君）  ２２番樋山隆四郎君。 

○２２番（樋山隆四郎君）  今、概略説明をいただきましたが、了解できる部分と、なかな

かまだ了解の至らない部分がありますが、その中でやまびこの湯は完全に赤字というのがわか

っているわけでありますが、こういう赤字の資産に関しまして市長はどういうふうな考えをお

持ちなのか。これがまず第１点。 

 畜産基盤再編総合整備事業費ということで補助率が７０％、７５％、これは非常にいい補助

率でありますが、それ以外のものは一般会計の中から繰り出すのかどうか。あるいは自己負担

なのか。 

 辺地対策事業債というのは、地方道のこれに対する事業債を起債したという理解でよろしい

のか。 

 行政マネジメントシステムに関しては、ちょっと答弁がなかったんですが。金額は１０万円

と小さいんですが、この問題はどういう内容なのかということであります。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  やまびこの湯のことにつきましてお尋ねがございまして、今後の政

策等にも大きく影響いたしますことからお答えを申し上げますが、今、経済環境部長のほうか

ら答弁がありましたとおり、温泉の機能を今失っておりまして、そういったことから温泉の入

湯客が激減しております。したがいまして、その結果、現在のところは赤字予算を余儀なくさ

れているという状況下でございます。しかしながら、やまびこの湯に対する存在といいますか、

あるいは価値観は大変高いものと思っております。住民の皆さん、あるいは利用客の皆さんが

あそこで直売所なども併設をしているわけでございますけれども、住民の皆さんに聞くと、や

はりこれはいずれ復活をしてほしいという強い要望も実は聞いております。 

 そのようなことから、今後のあり方についてどういうような方向に持っていくか。今子細に

検討をしているところであります。今のままでいいというふうには考えておりませんので、今

後その状況をよく検証しながら、私は復活に向けた努力をしていきたいと思っております。 

 しかしながら、今回も、旧烏山町からのこの本予算策定のときに財源をつくるべきだという

ような事務局からの提案が実はあったわけであります。これはポンプの改修費でありました。

これは恐らく２,０００万円を超えていた、二千二、三百万円のことだったと思うんですが、

そういった提案が実はあったわけであります。これは旧町からの継承事業ということであった

わけでありますが、ちょっと先送りさせてほしかったのは、実はその源泉の問題がございまし

た。今その状態のところから、源泉を持ってきている。そのポンプが故障、その修理費用を公
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金で出すのはいかがなものか。こういった理由でございまして、ちょっと私の判断で今ペンデ

ィングさせていただいているという状況でございます。 

 今後は温泉を復活しない限りは、やはりお客さんがまわらないことは当然でございますから、

原則温泉の復活をどのようにしたらいいかということであります。ですから、今の温泉をそう

いった利権の部分、源泉がはっきりと明確に締結ができるというようなこと。それと、新たに

温泉を掘った場合の経費がどういうものかということですね。そういうことであるとか、ある

いは全く温泉ということから離れまして、薬湯の湯ほかいろいろな方法があるという意見もあ

るので、その辺のことも勘案しながら、これからの方向性を決めていきたいと思っております。 

 したがいまして、今即刻赤字だからあれを廃止するという考えは持ち合わせておりませんの

で、当面６月にそのような状況になって、まだ４カ月、５カ月ということでございますから、

さらにそれは今までの経過、そういった権利のことの明確なことも検証をしつつ、今後の対応

を早急に決めていきたいと考えておりますので、やまびこの湯についてはぜひご理解をいただ

きたいと思います。 

 畜産基盤整備につきましては、市といたしましてはトンネル財政でございまして、全く一般

財源からの繰り出しはございません。ご理解いただきたいと思います。 

 辺地対策債、これも南那須町の道路の継続事業でございます。先ほど申し上げましたとおり、

通称万行のところの整備がことしで終わりました。その区域でございますのと、今継続といた

しております田野倉曲畑線の継続事業、これは拡幅、道路整備の事業でございまして、辺地債、

ご案内のように起債１００％、元利返済が１００％返済ですね、これは戻る。これは合併特例

債よりも有利な事業でございます。済みません、間違えました。交付税８０％でございます。

合併特例債は７０％でございますから、それよりも有利だということで検証いたしております

ので、ご理解いただきたい。そのところまで私のほうから答弁をさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  マネジメント関係の支出ですけれども、肩書が非常にいいと書

いておりますけれども、これから行政評価を行っていくという考え方がございまして、職員の

勉強するための図書費を計上したものでございます。 

○議長（青木一夫君）  ２２番樋山隆四郎君。 

○２２番（樋山隆四郎君）  大体理解ができました。ただ、今、市長の答弁がありましたや

まびこの湯に関しては、私はまた全然違う考えを持っているわけであります。やまびこの湯の

源泉、これから調査をしてお湯がもらえる。あるいはもらえないと、いろいろやるというのは

もう烏山町も十分にやってきたわけであります。ある１企業の問題でありますから、このやま
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びこの湯とは切り離して考えますが、あそこに大きな問題があるわけであります。 

 ですから、私は住民の人があの施設を必要とするという市長からの答弁がありましたが、あ

そこに来ている入湯客の７割は町外であるという結果が出ているわけであります。ですから、

ああいう資産に関しましてはもう整理する時期に来ている。あの問題に関しては廃止をしたい

というぐらいの意気込みを持ってやらないと、これから行革は全く進まない。再生すれば何と

かなるかと、温泉は各市町村どこにでもあります。あれが特別いいというわけではありません。

ですから、私はあの問題に関してこれから行政のスリム化というところに向かっていくわけで

ありますから、ぜひとも市長の考えをこれからどういうふうに整理をしていくのかわかりませ

んが、私としてはもう廃止をするべきだというふうに考えております。 

○議長（青木一夫君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  確かに今、樋山議員の言われることも正論の一つだろうと思います。

源泉の利権がどのようになっているかをはっきり検証しない限りは、あそこに一銭もお金をつ

ぎ込む考えを持っておりません。ただ、そのように、今住民の声を聞きますと、確かに直売所

も併設をしたりしているということになると、これはほかからの交流人口がふえていることは

間違いない事実でございます。 

 したがって、そのような総合的なまちづくりの中で解消も含めた、あるいは存続も含めたこ

とを真剣に早急に検討してまいりますので、きょうのご質問の中では結論めいたことはお話を

いたしませんが、住民の声では一部必要性を認める声も十分強いということも認識をいただく

ことと、まずは源泉の問題が明確化されていない。やはり今までの計画を踏まえた検証がまだ

定かでないということから、ぜひ十分に真剣に検討させていただくことをお約束させていただ

きましてお答えとさせていただきます。よろしくお願いします。 

○２２番（樋山隆四郎君）  了解。 

○議長（青木一夫君）  １７番中山五男君。 

○１７番（中山五男君）  今回の総体的な予算は、全部の予算９議案がありまして、１１６

億４,４００万円ほどになるわけなんですが、これは平成１７年度両町予算のうち９月末日ま

で、すなわち合併までに歳入歳出の済んだ分を差し引いた残りの額を基本的に計上されたもの

かどうか。これが１点です。 

 次に、この予算書の中に、合併後新たに見込まれる歳入歳出が随分含まれていると思います。

主なものにつきましては先ほど大谷市長に説明をしていただきましたが、その説明についてい

けなかったものですから、再度ご説明をいただきたいと思います。 

 ３点目を申し上げます。市税の滞納繰越額が１５ページの歳入に載っておりますが、平成

１６年度の決算書によりますと、両町の滞納繰越額は合計で１０億１,５００万円ほどあるわ
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けですが、そのうち今年度中に徴収が見込まれる額として合わせて１,１８７万５,０００円を

計上したものなのか。これが３点目です。 

 ４点目を申し上げます。２５ページに繰入金があります。１８款１項１目１節の説明書きを

見ますと、老人保健特別会計繰入金として３,７３６万５,０００円がありますが、なぜこの特

別会計から一般会計に繰り入れるのか。さらに、右のほうで今回老人保健のほうへ４,２００

万円ほど支出をしております。行ったり来たり、これは相殺できなかったのかあわせてお伺い

します。 

 次に２７ページをお開きいただきたいと思います。雑入の１９款５項２目１節の説明書きの

下から３番目に南那須町歳計剰余金、烏山町歳計剰余金とありまして、合わせますと８億８,

４００万円ほどになるわけですが、これは合併時に両町に残っていた歳計現金と理解してよろ

しいのか。それと、その下側に他会計補てん金返戻金というのが４,３４９万９,０００円ほど

あります。これはいかなる返戻金なのかをお伺いします。 

 同じページの２０款市債の中の一番上の欄に合併推進事業債として１億１,１２０万円ほど

あります。この使途についてお伺いをします。 

 次に３１ページですが、説明欄の４欄目に２款１項７目の支出になるわけですが、財産管理

費のうち調査整備費で５,０６３万７,０００円ほど計上してあります。これはどこの庁舎をど

う修理するのか。この内訳についてお伺いします。 

 次に４１ページですが、衛生費の一番右下にあります水道事業会計出資金２,０００万円と

いうのがあります。出資する理由についてお伺いします。この意味は水道事業会計の繰出金も

４,１６６万７,０００円ありますが、繰出金というのは私ども今までの会計上承知しておりま

すが、出資金というのはいかなる理由で水道会計のほうに出資をするのかお伺いします。 

 次に６０ページの教育費の１０款７項１目に学校給食費があります。旧南那須町のほうは給

食センターですべて委託をいたしまして各学校に搬送しているわけであります。児童生徒が毎

年減っておりますので、南那須町の給食センターというのは相当余力があるのではないかと私

は見ております。そこで、この給食センターに一番近い烏山小学校児童の給食を賄うことがで

きないのかどうか。また、今できないとすれば、将来検討する余地があるのではないかと思い

ます。このことは教育長が答弁いただければありがたいと思っております。 

 次に７２ページ、７３ページにかけまして、一般会計の建設工事一覧表というのがあります。

この一覧表に示された事業というのは、今回新たに予算計上されたものなのかをお伺いします。

それと、これは特別予算書にはありませんが、職員の給与の計上についてであります。南那須

町の職員給につきましては、一般会計、熊田診療所、水道事業会計、これは歳出の中に人件費

が含まれておりました。しかし、烏山町の予算書を見せていただきましたところ、老人保健特



平成17年第２回臨時会 第１日 

－57－ 

別会計を除くすべての会計については職員給というのは載っているんですね。今回の予算書で

はそのように烏山流に予算書は計上してあるようで、私はこのほうがふさわしいと思うんです

が、市長としてもう来年度の予算はどうするのか。南那須流なのか、それとも烏山流でやろう

としているのかお伺いをしたいと思います。 

 最後にもう１点です。合併に要した費用の総額についてお伺いをしたいと思います。今回の

予算の中にも合併に関する歳入歳出が計上されておりますが、この費用のうち２町合併を開始

以来、合併前に支出した両町の費用、これは合併協議会で使った費用も含めて幾らかかったの

か。さらに、この合併後要した費用、今回の予算にも相当多額の費用が載っているようですが、

この額は幾らなのか、それを合わせた１本の額でも結構ですがこの点についてお伺いします。 

 以上、１項目で１２点お願いしたいと思います。 

○議長（青木一夫君）  休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１０分 

 

再開 午後 ２時２３分 

○議長（青木一夫君）  再開いたします。 

 答弁を求めます。 

 市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  中山議員から１２項目ほどのご質問をいただきましたが、私は２点

ほどお答えをさせていただきます。 

 １つは、給食センターの今後のあり方についてのご質問がありました。政策に関することで

すから、私よりお答えを申し上げます。合併協議の事務のすり合わせの中からでも私がたびた

び発言をしていたところでございますが、南那須の給食センターは今１,５００食の児童生徒

の給食を行っております。しかも民間委託でございます。したがいまして、これからの方向性

を決めるときに、同じような施設を旧烏山に同じ施設をつくるのか。あるいは従来の踏襲型で

いくのか。あるいは旧南那須から配達をして持っていくのか。この３つの選択肢があると思っ

ております。 

 その中で、私は常々申し上げていたのは、最後の選択肢、南那須の給食センターから配送す

べきだということを主張してきました。今もその考えは変わっておりませんが、今１,５００

食で、あそこで５,０００食ができるかどうかということを言いますと、これはできないとい

うような回答がすぐ返ってまいります。これはネガティブな考え方でございますが、やはり実

態をよく知らない回答だと思っておりますから、私は基本的には今の現有施設を共有しながら、

民間委託をさらに拡大していきたいという考え方を持っておりますので、年間委託費は確かに
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１,５００食が５,０００食になるわけでございますから、この委託費は増額になるでしょう。

しかしながら、これからの行政改革を考えたときに、私はそれが一番適策であると考えており

ますので、私は那須烏山市の給食のあり方については給食センター方式で、現在ある給食セン

ターからの配送方式を考えておりますことを明確にお答え申し上げたいと思っております。 

 次に経理上の表現の問題で人件費の計上についてのお尋ねがございましたけれども、私は那

須烏山市になった事務のすべてにおいては那須烏山市方式をとっていきたいと考えております。

つまり、烏山方式、南那須方式でなくて。と言いますのは、今事務職においても合併時大変混

乱を来しております。職員も大変苦労いたしておりますけれども、やはりそれは何かと言いま

すと、どうしてもやはり話し合いが足りないと思っております。どうしても職員同士同じ事務

をやるにいたしましても、これは烏山方式がいいんだ、南那須方式がいいんだということがあ

るように私は感じておりますので、まず、那須烏山市になったわけでございますから、すべて

の事務事業については話し合いの原点に立て、白紙に戻せ。話し合いをして、結局のところ烏

山方式がよければそれを採用すればいいんであって、あるいは南那須方式がよければそれを採

用すればいいのであって、まずはそういったことが那須烏山市方式のやり方であると考えてお

りますので、人件費計上についてもそのような考え方をさせたいと思っておりますので、ご了

承いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  では、質問に何点かお答えを申し上げたいと思います。 

 最初の質問につきましてはご質問のとおりでございます。基本的にはご質問のとおり差し引

きで計上したというふうに思います。そのほかに新規事業としては、建設事業等も追加してご

ざいまして、後で工事請負費等の内訳の中で新規事業等についてはお答えを申し上げていきた

いと思います。 

 ２番目に合併の新規に見込まれる事業、歳入等について包括的にご説明を申し上げたいと思

います。合併をする場合については、現在国、県の補助、また地方債等の措置があるわけでご

ざいます。今回の予算の中で見ているものについて触れておきますが、合併特例事業、合併前

に合併推進債ということで１億１,１４０万円を計上してございます。そのほかに、合併市町

村交付金ということで県のほうから５億円を３カ年で交付をするというものがございまして、

今回５億の３分の１、１億６,６００万円を計上しております。 

 そのほかに、特別交付税措置ということで、国のほうから措置がございまして、これについ

ては６億８,０００万円が対象になります。これは３年間で交付するということになっており

まして、１年目は５割、２年目が３割、３年目が２割ということになっておりますので、今回
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３億４,０００万円を計上してございます。 

 そのほかに、合併特例債といたしまして約１００億円程度借りられるものでございますけれ

ども、今回９,６５０万円を計上しております。そのほかに今回計上してございませんけれど

も、３月補正等を現在予定しておりまして、基金造成に対する措置という措置というものがご

ざいます。これについては財政調整基金に伴うものと同じものでございますけれども、これに

ついては１３億６,５００万円の起債の措置がされるということで３月計上してまいりたいと

いうふうに思います。 

 総体的に今回の事業、これに伴う歳出の事業費につきましては３億９,１５０万６,０００円

を歳出で計上しております。その中で合併推進債が先ほど申し上げましたように１億１,４４０

万円、合併特例債が９,５６０万円、特別交付金等で充当したのが１億８,３６０万５,０００

円ということで計上してございます。 

 そうしますと、平成１７年度に旧市町村で支出をしたトータルにつきましては、烏山庁舎の

改修の前払い金、電算の統合関係、庁舎の移転業務関係を含ますと２,５５４万３,０００円が

旧町の予算で措置をされてございまして、総体的には４億１,７００万円の合併に伴う経費を

支出をすることになったわけでございます。 

 特にこの中で新規で今考えておりますのは、ソフト面では道路台帳の業務委託関係とか社会

副読本の改正をしなければならないということで、そういうものも計上しております。 

 ３番の市税の滞納繰越関係につきましては、先ほど数字を挙げてご質問があったわけでござ

いますけれども、平成１７年１０月１日の町税の滞納額を申し上げますと、９億７,２６７万

８,０００円が収入未済額として残っております。税目で見てみますと、固定資産税関係が９

億３,０５３万円ということで滞納額の９２.８９％を占めております。質問の内容で１,１００

万円の計上につきましては、現在確実な線で徴収できるということで計上した金額でございま

して、今後、税務職員を中心に滞納関係の徴収率の向上に努めてまいりたいというふうに考え

ております。 

 両町の歳計剰余金の８億円余の金額につきましては、今回年度中途の合併であるということ

から、通常ですと繰越金という措置をすると思います。これが中途の合併、財産の持ち寄りと

いうことから、今回合併についてはすべて歳入歳出差し引き関係の残った金につきましては、

歳計剰余金として新市に引き継がれるということになりますので、今回雑入で計上いたしたも

のでございます。 

 他会計の補てん金につきましては、国民健康保険税関係が８月が第１期の納期になるという

ことで、南那須町の国民健康保険税について歳出歳入のバランス関係から６,３００万円余が

不足したということから、一般会計の歳計現金で一時立てかえをしていたということがござい
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まして、その金額について一般会計に戻す措置をいたしたものでございます。 

 合併推進事業債の１億１,１２０万円の内訳を申し上げます。庁舎移転計画策定業務委託関

係で８０万円、烏山庁舎改修工事で７８０万円、庁舎間電話設置改修工事で１１０万円、電算

関係の基幹系システムと業務関係システム関係で１億１,０５０万円、生活保護システム関係

で２０万円を計上いたしておりまして、合併推進債では１億１,１４０万円の計上に最終的に

はなるわけでございます。 

 財産管理費の庁舎整備の５,０６３万円の内訳について申し上げます。これにつきましては、

庁舎移転計画策定業務委託料が８４０万円、庁舎移転業務委託料が６７７万２,０００円、南

那須の屋根防水等改修工事が５０万円、そのほかに工事請負といたしまして後で一覧表が出て

くると思いますので総額で申し上げます、３,４８２万８,０００円の計上が主なものでござい

ます。 

 次に、建設工事一覧表の中で新規事業というご質問ですが、順を追ってご説明を申し上げま

す。財産管理の中で新規事業につきましては、南那須庁舎屋根防水等改修工事が新規になりま

す。その下の交通安全対策費３１万６,０００円も新規でございます。防犯対策費１０５万円

についても新規。保健、保育施設関係の７万円についても新規でございます。観光施設は継続

でございまして、その次の道路維持費１,８００万円、これもすべて新規になります。あとそ

のほかに、教育費関係の中学校と公民館関係の費用についても新規計上ということでご理解を

いただきたいと思います。 

 あと職員の給料の計上についてでございますけれども、先ほど市長のほうからお答えがあっ

たわけですけれども、基本的には特別会計で老人保健等については人件費等を計上しないとい

うことに全国的に統一されておりますので、それ以外の特別会計等については経理を明確にす

るということから、今後の人件費等についても計上させていただきたいというふうに思ってお

ります。 

 最後の合併に要した費用関係等につきましては、協議会を含めた費用というご質問でござい

ますので、計数的に把握しておりませんので、後日含めた数字等についてはご報告を申し上げ

たいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 合併後に要した費用等につきましては先ほどの中でも触れておりますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（青木一夫君）  市民福祉部長雫 正俊君。 

○市民福祉部長（雫 正俊君）  一般会計におきます老人保健特別会計の繰入、繰出金につ

きましては相殺できないかというご質問に対しまして、お答えをいたしたいと思います。相殺
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は可能であります。しかし、今回このような措置をさせていただきましたのは、ご承知のよう

に老人医療費の場合は患者さんが医療機関の窓口でお支払いした残りにつきましては、社会保

険診療報酬支払い基金、国庫、県、市町村ということで負担割合が明確にされております。し

たがいまして、精算、決算等におきまして、その予算額、医療費が予算よりかからなかった場

合につきましては精算をかけまして、一般会計のほうに戻すということでしております。 

 したがいまして、今回は平成１６年度決算等に伴いますと一般会計ルール分移動につきまし

ては戻すということで今回繰入金を措置しました。また、歳出の繰出金につきましては、今回

のこの本予算の中で、これから６カ月間でかかる医療費につきまして市のルール分の負担につ

きまして繰出金という形で措置をさせていただきました。ご理解いただきたいというふうに考

えております。 

○議長（青木一夫君）  建設部長池尻昭一君。 

○建設部長（池尻昭一君）  水道事業会計繰出金、出資金についてお答えを申し上げます。

まず、水道会計繰出金については、旧南那須町の水道会計の簡易水道分の元利償還金等に相当

する額４,１６６万７,０００円、水道事業会計出資金については水道の高料金対策費として２,

０００万円、この高料金対策費の繰出対象については、有収水量１立方メートル当たり資本費

が１７８円以上かつ原水価格が２８４円以上という定めがございます。平成１５年度に旧南那須

町の資本費がこの基準を上回っておりましたので、繰出基準に基づいて一般会計からの出資金

として繰り出しをお願いして受け入れるところでございます。なお、この繰り出しについては、

地方交付税の措置がされているという内容のものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（青木一夫君）  １７番中山五男君。 

○１７番（中山五男君）  先ほど質問いたしました１２項目については了解をいたしました。

それでもう１点つけ加えてお伺いしたいんですが、先ほどの市長の説明でしたか部長の説明で

したか、烏山小学校でしたか、スクールバスを購入するというような説明がありましたが、こ

れは何ページのどこに計上されているのか、それ１点だけお伺いします。 

○議長（青木一夫君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  大変遅くなりました。予算書のほう細かく書いていないもので

すから、申しわけございません。中学校管理費の中に２台分９４０万円が入っております。

５５ページの中学校学校管理費の施設整備費１,１２１万９,０００円、この中にバス２台分が

入ってございます。これに伴いましては、統合に伴いますスクールバスの購入というふうにご

理解いただきたいと思います。 

○１７番（中山五男君）  了解しました。 
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○議長（青木一夫君）  ３５番平塚英教君。 

○３５番（平塚英教君）  まず、平成１７年度の那須烏山市の予算書というのを本日朝受け

取りまして、半年間にわたる膨大な予算にもかかわらず、本来であれば総括質疑を行って、な

おかつ各委員会に付託をして、審議の後に本会議で採択というのが妥当だったかなというふう

に議会運営委員会の委員長としてまことに申しわけございません。 

 質問に入りたいと思いますが、まず一番最初は固定資産税の累積問題です。これは先ほど市

税全体では９億７,２６７万８,０００円ということで、そのうち固定資産税の滞納額が９億

３００万円ということでございます。その中で旧烏山分は幾らあったんでしょうか。本年の

１０月２３日付の下野新聞によれば、市町村税の滞納が４１４億円ということで、その中で市

町村別に見ると、徴収率がもっとも悪いのが烏山町で６３.９％、これは平成１６年度の決算

だと思うんですが、こういうふうに書かれてしまって議員の１人として非常に申しわけないな

というふうに思っているわけです。 

 この問題につきましては、特に１０年来の特定法人の問題が横たわっているわけであります

が、法的手段をとっても解決をすると前の方がおっしゃっておったんですが、残念ながらその

ままやめられてしまいました。しかし、これはやはり住民の皆さんにはそのまま残るわけです。

これについて明快な解決策を議会と一緒になって考えていただきたいというふうに私は議会で

何遍も述べたわけなんですが、残念ながら具体策については議会のほうに相談がされなかった

ということで、合併後今日に至っているということでございます。 

 この合併した中で、この問題を旧南那須町においても同様の問題が横たわっていたようでご

ざいますが、合併前に、大きいものについてはある程度の決断をもって処理されたというふう

に聞いております。これの辺が同じにできればよかったのかなと思っているんですが、条件が

若干違うんでしょう。簡単にはいかなかったかもしれませんが、議会に説明がなかったのは間

違いありません。そういう意味で、これについて引き続いて住民に迷惑をかけるわけにいきま

せんので、明快なる解決する方法を示していただきたいと思います。 

 ２つ目は、今回のこの予算の中には公共事業、建設整備関係の予算が一般会計だけでも８億

円以上あると説明がありました。この公共事業につきましては、入札問題につきまして宇都宮

市を初め地方自治体等で談合問題が発覚をして、大きな問題になっております。当市といたし

ましては、この談合防止の具体策、また談合問題についての厳しい罰則をどのように考えてい

るか。この辺の公共事業の入札について見解を求めたいと思います。 

 ３番目は、学校統廃合の予算がこの中に入っているということでございます。５年間の統合

計画の中で、平成１８年度から第一弾が境中を烏山中にということで統合する計画を１,９００人

の反対署名を押して進めたということであります。この地域住民の説明会の中で、町の執行部
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の教育委員会も含めて、住民間でさまざまな約束事を決めたというふうに思っておりますが、

これをきちんと合併後、この予算の中で住民説明会の中でやりとりをした約束事をきちんと着

実に実施していただけるのかどうか。このことを伺いたい。 

 特に、自転車で新たに通学をしなければならない生徒も数多く出てまいりました。この通学

の安全対策、また通学路におきましては大変県道、市道、傷んでいるところがございます。こ

の道路整備を具体的に進めること。また、保護者負担等のさまざまな軽減措置も約束事があり

ます。これについてもきちんと実施していただきたいと思いますが、これについてのご回答を

お願いしたいと思います。 

 次に、学校問題は２年間かけて烏山町の教育のあり方を考える懇談会というのが町民各層の

代表でつくられて協議をして、その結果を教育委員会に答申をしたわけでありますが、その中

に３５人学級の推進というのがあったんです。統廃合のほうばかり進められているんですが、

３５人学級を同時に進めていくという約束事はどうなってしまうのか。これについても学校統

廃合、住民説明会では全くこの問題については説明がありませんでした。この問題についてご

回答をいただきたい。 

 次に、介護保険の問題でございますが、施設入所者のホテルコスト、食費につきましては全

額自己負担というふうに切りかわったわけでありますけれども、１０月からこれに移行してい

ると思うんですが、月額平均で今までの負担分におおむね幾らぐらい上乗せになったのか。そ

れの数字があれば、お示しをいただきたいと思います。 

 ６つ目の質問は、旧烏山町の公共下水道の排水溝の整備された地域について一般住民の皆さ

ん、受益者の皆さんがつなぎ込みをする率が平成１６年度の決算では２２.４％と極めて低い

数字が出されております。その後、排水溝への一般住宅からのつなぎ込みを普及するための努

力がされたのかどうか。これについてご回答をお願いしたいと思います。 

 最後に、那須烏山市のホームページがあるわけなんですけれども、本年１１月１９日現在で

は１１月６日に選挙が行われて新市長が誕生しているのにもかかわらず、１１月１９日では職

務執行者の説明しかありません。なおかつ、ここにいろいろな細かな項目があるんですけれど

も、ここへアクセスしても全然中身がないそうです。これではホームページの役割を果たしま

せんので、これはどうなっているのか説明をお願いします。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  平塚議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 固定資産税の累積問題でございますが、確かに特殊法人に法的な手段をとるというようなこ

とで、今までの旧烏山町から引き継いでおります。議会に相談がなかったことも経過の中であ
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ったようでございますが、当然南那須町も単独町でやっていたときにもありましたが、若干そ

れに近い数字の滞納未納額があったわけでありまして、旧南那須町におきましては６億円強だ

と思いますけれども、不納欠損処理をしたという経緯が実はございました。これも新たな債権

者があらわれ、新しい会社が誕生したということに伴ってのことでございましたので、法的に

は合法の手段をとらせていただいたという経過でございますので、今後確かに今持ち上がって

いる大変大きな課題でございます。先ほどの所信でも述べさせていただきましたけれども、全

庁を挙げてこの未納対策には取り組んでまいりますので、したがいまして議会あるいはこうい

った住民の有識者ともよくつぶさに相談をして、あるべく形で処理をしていきたいと思ってお

りますので、このことについてはご理解いただきたいと思います。 

 入札の問題でございますが、大きな工事あるいは委託等も含めてたびたびこういった話題に

乗る課題でもございます。入札の談合等の問題については、あってはならないことでございま

すので、大変厳しくこれらに対処していくことは私どもも間違いない事実と思って対処してい

きたいと思っております。 

 昨今のこのような公共的な事業も疲弊をする。あるいは財政上の厳しい中でございますので、

大いに企業の皆さん方には企業の競争力をつけていただいて、公平で公正な入札ができるよう

行政としても指導はしてまいりますし、仮にそういったことが発生をした場合でもかなり厳し

い対処でしてまいりますので、これもご理解を賜りたいと思っております。 

 さらに、中学校の統廃合の問題について触れられましたけれども、今までの境中学校の統合

等の問題につきましては、そういった約束事で経過をされておりますことも承知をいたしてお

りますし、先ほどの所信の中でも述べさせていただきましたけれども、統廃合ありきの場合に

子供たちの通学路の安全確保が大変重要なことと考えておりますので、今ご指摘になった約束

事というのはその一つにも入ると思いますので、その約束事が必ず履行することをお約束をさ

せていただきたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 また、３５人学級に言及されましたけれども、これは少人数学級、教育長の考え方もありま

しょうが、統合小学校、複式あるいは複式の学校にはあたらないと思いますけれども、県当局

についても町単独のときにも要望はしてまいりました。統合の小学校あるいは中学校について

は、３５人学級と言わずとにかく最低２クラス編成をお願いしてきた経緯がございますが、財

政上なかなか許さないということで、県も縦に首を振っていない状況でございますが、とりあ

えず統合小学校については３５人、市の単独事業を入れてもそのようにしていきたいと思いま

す。 

 いずれにいたしましても財政の許す限りということになりますので、全学年の３５人学級は

無理かもしれませんが、いずれにいたしましてもチーム・ティーチングなど入れながら、子供
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たちの教育については全面的に３５人学級はなかなか難しいと思いますけれども、チーム・テ

ィーチング授業も織りまぜながら、小学年のあるいは必要学年についてのそのような考え方は

基本的に私は持っておりますので、ひとつそのこともご理解をいただきたいと思っております。 

 介護保険等については市民福祉部長からお答えを申し上げますが、公共下水道の排水溝、つ

なぎ部分が２２.４％ということでございますが、旧南那須は約７５％の加入率でございます。

それだけ手をこまねいていたのではないかということなんですが、やはり７５％に行くまでは

かなり南那須も時間がかかりまして、実は水洗化するにしても大体１００万円ぐらいかかっち

ゃうんですね。そうしますと、やはり下水道に入れ、使用料も払え、そして分担金は水洗便所

にすると１００万円ぐらいかかってしまうということになると、有利な融資制度もやったんで

ございますけれども、一概にすぐ入るということにはなかなかなりませんでした。その辺は下

水道職員を初め土木課を挙げて加入率促進に努めておりますので、ひとつ今後ともこのことに

ついては推進方傾注してまいりますので、ご理解をいただきたいと思っております。 

 最後のホームページでございますが、企画課のほうから過日報告がありました。これも実は

委託をしているのでございます。合併時の混乱ということもあったんでしょう。委託のところ

で見積もりの安いところに頼んだということなんですが、何度催促してもなかなか立ち上がっ

てこないということで、大変私も責任を感じていますが、その辺の状況でございますが、きょ

うは２９日ですから、おそらく既にもう立ち上がっているのかなというふうに理解はいたして

おりますが、その辺の確認はできておりません。 

 経緯といたしましては職員も苦労いたしましたけれども、平塚議員のご指摘の日時には立ち

上がっていなかったことも事実であります。これはおわびを申し上げなければなりません。一

日も早いホームページ開設に向け今努力をしているところでございますので、これもまたご理

解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（青木一夫君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  統合に関します経費関係、説明会時のお約束ということでござ

いますので、予算書関係に沿いまして私のほうから、市長のほうは外郭的なことをご説明いた

だきましたのでご理解をされたというふうに思いますが、実質的な予算措置の状況につきまし

て私のほうからかいつまんでご説明をさせていただきます。 

 ４６０万円の内訳といいますか、説明会のときに出ました消耗品、被服費関係ですかね、中

学生のジャージ関係、それと学習教材関係が境中学校と烏山中学校で違うものですから、それ

らに対します生徒の補助教材関係の予算措置もさせていただいてございます。なお、上履き、

体育館履きというものも予算措置をしてございます。それと、机と椅子関係なんですが、若干
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烏山中学校と境中学校でサイズが違うようでございまして、新たに購入する費用関係等につき

ましても措置をしてございます。ご指摘をいただきました自転車の関係、３万円を上限にとい

うことで４５人分措置をしてございます。 

 そのほか、通学のバス関係につきましては、先ほど答弁しましたように２台購入する予定で

ございまして、朝につきましては路線バス等の活用も考えながら安全対策には万全を期してま

いりたいというふうに思います。 

 なお、そのほか統合に関します学校間の交流ということで、境中学校の生徒が烏山中学校に

動きまして部活動の見学と、烏山中学校の学校の経営方針等につきまして烏山中学校の校長等

が境中学校へ出向きまして、保護者、ＰＴＡの役員等につきまして説明をしながら、統合がス

ムーズにいくように努力をしていきたいというふうに思っておりますので、ご理解を賜ればと

思います。 

○議長（青木一夫君）  総務部長大森 勝君。 

○総務部長（大森 勝君）  固定資産税の各町の滞納額というご質問がされたわけですけれ

ども、これにつきましては那須烏山市の予算ということで、地区ごとには分けておりません。

今回９月いっぱいの決算から推計してみますと、南那須が１億円、烏山が８億円というふうに

なるだろうと考えております。 

 ホームページ関係につきましては、先ほど市長からご答弁したわけですけれども、大変おく

れて担当部長としても申しわけないというふうに考えております。本日現在の状況をご説明い

たしますと、観光ガイド編を除きすべて作成いたしましたので、そのようにお伝えをしていた

だければありがたいというふうに思います。観光ガイド関係については烏山と南那須の観光を

統合するということで今進めておりまして、もう少し時間をいただければありがたいというふ

うに思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（青木一夫君）  市民福祉部長雫 正俊君。 

○市民福祉部長（雫 正俊君）  介護保険についてお答えいたしたいと思います。議員ご承

知のように、本年の１０月１日から介護保険の一部改正がございまして、その中で月額平均ど

のぐらい負担がふえたかというご質問でございますが、１０月１日からスタートしたというこ

とでまだ連合会との支払いができておりませんので明確な数字が出ておりませんが、単純にし

ますと、居住費が現在旧烏山町の敬愛荘、旧南那須町の愛和園、大部屋に入っている場合です

と３２０円が１日居住費、それから１日当たりの食費が１,３８０円ということですから、１

カ月計算しますとおおむね５万３,０００円ぐらいの負担増になるかなと考えております。 

 ただし、これにつきましては議員もご承知のように減額認定制度がありまして、そこに該当

しますとそれぞれ食費とか居住費が減額される制度になっております。ちなみに那須烏山市で
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は、現在介護保険関係で認定を受けている方は１,１５５名おります。そして、サービスを受

けている方は９４９名、そして減額認定申請を交付を受けて減額認定の対象になっている方は

２９０名ということで、サービスに対しまして減額認定者は１２.４％、約１割ちょっとが減

額の対象者ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（青木一夫君）  ３５番平塚英教君。 

○３５番（平塚英教君）  ２回目の質問ですけれども、固定資産税は大きな問題でございま

すので、相手方もありますがとにかく臆することなくと言ったらいいんですかね、それこそち

ゃんと督促をして、市民のレベルで納得いく方向で解決をしていただきたいというふうに思い

ます。 

 入札の問題ですが、これについては一般論でいろいろと説明がありました。しかし、例えば

予定価格の公表とか、旧南那須町がどういうことをやっていたか私は理解していないんですが、

さまざまな具体策が考えられるかなというふうに思うんですが、うちの町の場合にはそれが高

上りになるというのでやらなかったという経緯もあるんですけれども、適切な公共事業の単価

でなおかつ安心、安全な公共事業というのが実施されるように、なお談合がないような対策を

きちっと進めていただきたいと思います。 

 大体説明で理解できましたが、先ほどホームページの問題ですけれども、このほかに那珂川

連邦共和国というのもやっているんですよね。これが極めてお金がかかる割には中身がないと

いうことで、私どもご批判を受けているんですけれども、今回茂木町のほうも広がったという

話も聞いているんですけれども、本当に中身が実効力あるのかないのかと非常に問題になって

いるんですけれども、大体年額幾らぐらいかかって、そしてどんな事業をやっているのかもう

一度ここで説明をいただきたいと思います。 

 また、質問が先ほど漏れて申しわけなかったんですが、平成１６年度から烏山町の公民館、

運動施設関係、また学校開放関係の利用料金が有料化になりました。この条例を今度合併した

中で那須烏山市条例ということで、南那須町には南那須町の旧条例があったそうですけれども、

減額減免で取っていなかった。これを烏山町の平成１６年度からの原則有料に合わせて、那須

烏山市がこれらの施設利用料金を取り立てるということになったんですけれども、南那須分は

幾らぐらい今までの利用料からすると有料化になるのか。その辺、ちょっと説明のできる範囲

でご説明いただければというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  固定資産税等の未納問題につきましては、全庁挙げてやっていきた
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いと思っておりますが、もちろん税務課挙げての滞納をやることは間違いはないんですが、さ

らに全庁挙げてといいますのは、収納対策本部等も組織をいたしまして職員挙げて取り組んで

いく機関も設けてみたいと思っておりますし、さらには嘱託徴収員制度の導入を図ることにな

っておりますので、そういうものを駆使しながら未納対策については取り組んでいきたいと考

えております。いろいろとこの未納対策については、生ぬるいというようなご指摘も実はいた

だいておりますので、そのようなことも議会とも相談もしながら強制執行等も辞さない考えで

考えておりますので、ご理解いただきたいと思っております。 

 入札問題、先ほど補足をさせていただくのを忘れましたけれども、予定価格については公表

を原則といたしております。高どまりになるのではないかということでございますが、予定価

格公表でございます。設定をいたしましてこの条件を決めまして１％から５％の間で企業努力

をお願いするということになっておりますので、その設計やあるいは工事、あるいは工事の内

容等についてはかなりの節約になっておりますので、これは公表を考えております。予定の価

格の公表、そして低入札価格制度の導入もしてまいりたいと思っておりますので、一概に最低

制限価格を下回りましても失格にならないという制度でございます。そのようなことで、公共

事業、今、安全、安心というような言葉を出されましたけれども、できる限りその費用対効果

がある入札制度が望まれておりますので、このことについては景気の問題等に大変左右される

ことでございますので、真剣に取り組んでおりますことを補足させていただきたいと思います。 

 バーチャル那珂川連邦共和国についてご指摘いただきましたけれども、過日総会がありまし

て、会長が那須烏山市長に回ってまいりました。これは議員もご案内のとおり、この７町村で

始まったんですけれども、今は合併によりまして２市２町ということになりました。しかしな

がら、過去の経緯を考えてみますと、県の補助金も大変いただいておりますし、町も大分投資

をしているのであります。これを今やめるというわけにはいかないということで、この前総会

であいさつしたんですが、今やり方が私は納得いかないので、企業案内とかそういう案内一方

に終わっているんですね。ですから、そうじゃなくて、これは経済的な効果が上がるような物

産の特産品の販売購入であるとか、そういった方向に見直す必要があるのかなと見ております

ので、投資がいがあるようなことで見直していきたいと思っておりますので、これもご理解い

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  教育次長堀江一慰君。 

○教育次長（堀江一慰君）  公民館及び体育施設関係の使用料の関係の増加といいますか、

どのようになっているかというようなご指摘をいただきました。まず、昨年の烏山町の決算に

対しまして体育施設関係につきましては、上半期で大体二、三十万円の増加といっては語弊が
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ございますが、そういう状況でございますので、４月から９月決算で南那須町の体育施設関係

を見ますと１００万円ほど収入が入っているようでございますので、総体的には伸びてくると

いっては語弊がございますが、そういう状況だということだけお知らせをしておきたいという

ふうに思います。 

 公民館使用料関係につきましては、やはり南那須町の環境改善センターの収入がふえるわけ

でございまして、上半期で十四、五万円の収入ということでございますから、総体的には４０

万円程度の収入が施設使用料として入ってくるのかなというふうに推計をいたすところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  １８番郡司昭三君。 

○１８番（郡司昭三君）  私のほうは４点ほどお願いをしたいと思うんですが、市長が一番

最初に大綱といいますか、これからの那須烏山市の方向といたしまして行政改革をいろいろ数

値を挙げてやったということでございますが、これから私どもの考えるのは、やはり３３０名

からの職員の資質の向上、意識改革、これがもう最大の一番の理由だと思います。 

 そういうことになりますと、この能力向上あるいは資質の向上を図るために総務費として総

務管理費が２,０５６万７,０００円の人事管理費で７９万４,０００円をとっているわけでご

ざいますが、一体これからそういう職員の資質の向上あるいは能力向上に対しましては、どの

ような施策をもってこれからあたっていくのか。例えば研修を組むとか、あるいはよそに行っ

て研修会を重ねるとか、あるいは改善提案をするとか、いろいろ角度があると思うんですが、

一体これは市長、どういうふうにこれから考えているのか、お答えをいただきたいと思ってお

ります。 

 それから、先ほどもいろいろ市税につきましては賦課金の事業、あるいは徴収等についても

大変ご苦労なさってやっている。ただ、今お話を聞いておりますと１０億１,５００万円から

の滞納金が、それより多いぐらいあるというようなお話も聞いております。これが即刻解決を

しないと、やはり市民の信頼感あるいはこれからの運営についても重大な影響を来していくと

いうことになりますので、これはまず合併によりまして、ひとつ思い切った施策をとって、こ

れを一日も早く改善されるように特段に市長にお願いをするんですが、その対策についてお考

えがあればいただきたいと思います。 

 それからもう一つは熊田診療所でございますが、現在事業が進んでいるわけでございますが、

現在の進捗状況は一体どうなっておりましょうか。また、期日までにきちんと仕事を終えて患

者さんの受け入れ体制ができるのかどうか。その辺についてひとつ見解をお願いをいたしたい

と思います。 
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 農業振興について申し上げますが、特に市長は合併当時から当市の農業は基幹的産業だとず

っと言っていたわけでございますが、私もその会議の中でも再三再四答弁を求めたわけであり

ますが、やはり農業を振興させるということにつきましては、あるいは若い担い手の育成、あ

るいは集団的営農の推進、それから専業農家の育成といろいろと対策があると思いますが、や

はり何と言いましても、当市におきましては農業は一大の事業でございます。やはり実際を考

えてみますと、もう６０歳以上が農業従事者であって、ほとんど農業離れがどんどんどんどん

進んでいくということでございます。具体的に今後それを解消するために、どんな方法がひと

つ新しい施策といいますか、あるいは私はいつも農協あるいは普及センターとよく連携をとり

ましてやっていただきたいということを申し上げていたわけでございますが、その辺のところ

をひとつ農業振興については、具体的にどんな方策をこれから持っていくのかお聞かせをいた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  郡司議員から４点のご質問がございました。順序に従ってお答えを

いたします。 

 まず、職員の意識向上、そして資質の能力向上をどのような手はずでやるのかというご質問

でございました。私は３３１人の職員がやはりすべてすばらしい市の職員になっていただくべ

く、研修も含め、あるいはもちろん行革の範疇、行政改革は徹底をしてやってまいりますが、

年次ごとの適正化職員の数も含めてやってまいります。 

 その中で、やはり職員の資質向上は必須でございますから、まずは何と言っても意欲の持て

る職員、そして自分の能力向上のための研さんをする職員の開発、判断力のある職員、そのよ

うな３本柱を私は考えております。そのためには、やはり自己研さんをする。どうしても勉強

をして、やっぱり私は質を上げるんだという意欲がなければ元も子もございませんので、私は

そういった環境づくりが大変大事だなと思っておりますので、私は勉強したいという職員につ

いては仕事外にそういった研修を受ける、自分から研修を受けるといったことについては、時

間も与えてあげたいというふうに思っております。また、さらに今ブロック研修など通常的に

やられていることはさらに拡大をしなければならないのは当然でございます。 

 さらに、今回は部長制もしきました。いわゆる部長、課長両方の管理職種がつきましたので、

そのようなことから、仕事中の指導、教育というのも一番効果が上がるＯＪＴといいますか職

場研修、仕事をやりながらの研修というのが一番効果が上がると思っておりますので、部長、

課長によるそういう指導も私は大変重要なことであろうと考えております。したがいまして、

考えられる職員の意欲、そして研さん、そしてまた判断力のつく職員を醸成するためには、い
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ろいろな手段を駆使しながらあるべき職員に醸成をしていきたいと考えております。 

 また、賦課徴収、未納対策等につきましてはご質問がございましたけれども、このことは先

ほど来申し上げておりますように全庁挙げて取り組んでまいります。全職員あるいは係長以上

の職員を対象にした徴収対策本部等も設置をしたいと考えておりますし、嘱託徴収員制度も考

えております。そういったこととか、あるいは議会とも相談をしながら強制執行等の手段も新

生那須烏山市としては大いに考えておりますので、この賦課徴収は公平性の問題から積極的に

あるいは強い姿勢で臨む所存でありますので、これもご理解をいただきたいと思っております。 

 熊田診療所につきましては、過日市民福祉部長の案内でもって中間的に私も現地を視察をい

たしました。順調に進捗をいたしておりますことをご報告申し上げます。来年の２月には完成

いたしまして、準備期間約１カ月とれれば、３月にはオープン開所ができるのかなと考えてお

りますので、当地域の住民の交流センターとも合わせた施設ということも考えておりますので、

高齢者の福祉向上のために寄与できる施設が来年の３月には開所できる見込みでございますの

で、ご報告を申し上げておきます。 

 農業の振興発展にお尋ねがございました。これからの農業というものは、このような高齢化

社会の中では営農集団的な地域ぐるみ、あるいは担い手に集中すべきだろうと考えております。

今モデル的には南那須地区の南部地区土地改良区の営農方法がまさにそれでございます。今度

烏山の七合地区にそれが入りますが、営農集団型、その中に環境保全型を入れたりというよう

な農業だろうと思っております。 

 しかし、高齢化とともにそういった担い手が少なくなるのではないかといいますと、極めて

私どもの団塊の世代などを考えてみますと、今の農業に興味を持っている方も大変多いわけで

ございますので、私は農業後継者については当面はあまり心配をしていないのでありますが、

さりとて今後１０年、２０年後のことはさらに心配があるものですから、今ある農業公社ある

いは農協、あるいはシルバー人材センター、そういった連携を組んで、さらに那須烏山市の基

幹としての農業のあるべく体制を進めていきたいと思っております。 

 また、都市と農村の交流事業も大変大事でございまして、趣味的農業も私は呼び込む必要が

あるだろうと思っております。そのためには特産品なりいろいろと開発をして、これを都市部

にできるだけ経済効果があるような流通革命ができるだろうと思うんです。やはり農業の継続

というのはどうしてもお金がもうからないと続きませんので、そのような受け皿もやはり必要

だろうと思っておりますので、そういうことも含めた農業の活性化は喫緊の課題として真剣に

取り組んでいきたいと思っておりますので、これもご理解をいただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  １８番郡司昭三君。 
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○１８番（郡司昭三君）  今の市長の答弁でおおむね私も理解しました。時間もありません

から理解したいと思っていますが、ただ、何回も言うようですが、職員の関係につきましては

市長も言われるように積極的に意欲のある職員の養成、あるいはこれからの方向、これだけは

ぜひともひとつ進めて、なるほど那須烏山市の職員は立派だと。そして、地域の発展のために

寄与しているという一つのモデルケースになるような明るい方向で転換されるようにお願いを

いたしたいと思っております。 

 それから、診療所につきましては期日までにきちっとできますれば、地域の患者さんもかな

り期待をして、新しい医療に取り組んでいくということでございますので、よろしくお願いい

たしたいと思います。 

 それから、農業振興でございますが、今も話がありましたようにこれからもつくる農業では

なくて考えていく農業ということだろうと思っております。したがいまして、これから烏山線

あるいは沿線、あるいは都市型の農業を都市化の波と一緒にうまく調和をとりながら、あるい

はやっていただきたい。そういう方策を検討していっていただきたい。我々議会もこれから真

剣になって、この点については一緒になって考えていくというふうにしたいと思っております

ので、よろしくお願いをいたして、私の質問を終わります。 

○議長（青木一夫君）  １０番佐藤雄次郎君。 

○１０番（佐藤雄次郎君）  何点か言おうと思ったけど、時間がないので１点だけよろしく

お願いします。 

 ２３ページの中山間地域の直接支払い金が耳新しいのでこれだけお聞きします。これは栃木

県からの中山間地域が何カ所か指定を受けております。これはどういうものなのか、まず聞き

たいということと、多分林野率で中山間地域が指定されるというふうに思いますが、これは見

直し等があるのかどうかを聞きたいと思います。 

 以上です。 

○議長（青木一夫君）  経済環境部長佐藤和夫君。 

○経済環境部長（佐藤和夫君）  中山間地域の直接支払いについてお答えを申し上げたいと

思います。 

 まず、中山間地域の定義でございますが、幾つかの定義がございまして、１つは勾配、２０

分の１以上の田面積が全田面積の５０％以上というのが１つの条件です。２つ目は、勾配

１５％以上の畑の面積が全畑面積の５０％以上。３番目としましては、林野率が７５％以上。

４番としまして１５歳以上人口に対する農林業従事者数の割合が１０％以上ということでござ

いまして、これらに該当するのが本市では国見地区だけでございまして、この国見地区には現

在これらに該当している水田が２.２ヘクタール、２万２,０００平米ございまして、直接支払
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いは平米当たり２０円支払われるわけでございまして、これは国が３分の１、県が３分の１、

市が３分の１で交付しているわけでございます。交付している金額が４６万２,０００円でご

ざいまして、本来であれば４４万円ですが、２万２,０００円が事務費ということでご理解を

いただければと思います。 

 以上でございます。 

○１０番（佐藤雄次郎君）  了解。 

○議長（青木一夫君）  ほかに質疑がないようですので、議長において議事進行し、これで

質疑を打ち切ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議案第１号 平成１７年度那須烏山市一般会計予算に対する反対討論を許します。 

 ３５番平塚英教君。 

〔３５番 平塚英教君 登壇〕 

○３５番（平塚英教君）  議案第１号 平成１７年度那須烏山市一般会計予算について、総

額５９億３,２５０万円の予算でございます。国を挙げて小泉内閣の構造改革ということで社

会保障のあらゆる分野に医療、年金、介護など負担増を押しつけており、さらに今度の突風総

選挙後は、選挙のときの争点にしなかったようなサラリーマン増税や消費税増税をもくろむと

いうような状況の中で、地方自治体におきましてもこの構造改革は三位一体ということで地方

交付税と補助金を大幅に減らす。県、市税では１０％上げるということでございますが、差し

引きますと大幅に減額されるということは明らかであります。 

 旧烏山町と旧南那須町で国のこのような厳しい財政措置のもとで合併をせざるを得ないとい

うことで、今回合併をしたわけでありますが、さらにこの三位一体の構造改革を押しつけられ

ますと、合併したとしても財政運営は非常に厳しくなるといふうに私は考えます。こういう状

況の中で、市長を初め市の職員の皆さんはこの厳しい財政状況の中で大変ご苦労されていろい

ろな対策をとられているということは、先ほどの質疑説明の中でも十分理解をするものであり

ます。 

 しかしながら、旧町から引きずっております固定資産税の累積滞納、町税全体では９億７,

０００万円ということで、固定資産税で９億３００万円、そのうち旧烏山町の分だけでも８億

円あるということでございます。これにつきましては、単に相手にお願いをするというような

レベルではなくて、それこそ弁護士を立てて相手を訴えても、これを確保するような強い拘束
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力を持った手段に訴える必要があるというふうに考えます。そういうことをしない中で、これ

を単に欠損処分ということでは市民の理解が得られないと私は考えておりますので、この点に

ついては決死の覚悟で解決に向けたご努力をお願いしたいというふうに思います。 

 いろいろありますが、もう１点は公民館及び運動施設関係、学校開放施設関係につきまして

は、旧南那須町は平成１６年度から烏山町が有料化になったということを踏まえて、那須烏山

市に移行する中で有料化になるわけであります。これは合併のときには負担は軽いほうに、サ

ービスは重いほうにという原則と逆行することになりますので、これについても同意をするこ

とはできません。 

 さらに、行政改革ということが市民の皆さんからの非常に強い要望かというふうに思います

ので、むだをなくし、住民の信託にこたえるむだのない厳しい行財政執行に期待を求めまして、

私の反対討論とさせていただきます。 

○議長（青木一夫君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第１０ 議案第１号については、原案のとおり可決することに賛成の

諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（青木一夫君）  賛成多数。 

 よって、議案第１号については、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、議案第２号 平成１７年度那須烏山市国民健康保険特別会計予算に対する反対討論の

発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 日程第１１ 議第２号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 
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○議長（青木一夫君）  挙手多数。 

 よって、議案第２号については、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、議案第３号 平成１７年度那須烏山市熊田診療所特別会計予算に対する反対討論の発

言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第１２ 議案第３号について、原案のとおり可決することに賛成の諸

君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（青木一夫君）  賛成多数。 

 よって、議案第３号については、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、議案第４号 平成１７年度那須烏山市老人保健特別会計予算に対する反対討論の発言

を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 日程第１３ 議第４号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（青木一夫君）  挙手多数。 

 よって、議案第４号については、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、議案第５号 平成１７年度那須烏山市介護保険特別会計予算に対する反対討論の発言

を許します。 

 ３５番平塚英教君。 

〔３５番 平塚英教君 登壇〕 
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○３５番（平塚英教君）  議案第５号 平成１７年度那須烏山市介護保険特別会計予算につ

きまして、予算総額１１億６,２００万円の予算総額であります。これにつきましては、介護

保険にかかわる措置費でございますが、その中に１０月１日から介護保険の施設入所者のホテ

ルコスト、食費の全額自己負担制度が導入され、先ほどの質疑にもありましたように一般の大

部屋の入所者で月額５万３,０００円負担増になる方が大幅にふえるということでございます。

これは、国の制度改悪に伴うものでありますが、お年寄りの負担増で介護保険から締め出すよ

うな方が出るおそれがあるということで、これは福祉の後退だということを訴えまして、これ

については反対をさせていただきます。 

○議長（青木一夫君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第１４ 議案第５号について、原案のとおり可決することに賛成の諸

君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（青木一夫君）  挙手多数。 

 よって、議案第５号については、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、議案第６号 平成１７年度那須烏山市農業集落排水事業特別会計予算に対する反対討

論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第１５ 議案第６号について、原案のとおり可決することに賛成の諸

君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（青木一夫君）  挙手多数。 

 よって、議案第６号については、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、議案第７号 平成１７年度那須烏山市下水道事業特別会計予算に対する反対討論の発
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言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第１６ 議案第７号について、原案のとおり可決することに賛成の諸

君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（青木一夫君）  挙手多数。 

 よって、議案第７号については、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、議案第８号 平成１７年度那須烏山市簡易水道特別会計予算に対する反対討論の発言

を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第１７ 議案第８号について、原案のとおり可決することに賛成の諸

君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（青木一夫君）  挙手多数。 

 よって、議案第８号については、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、議案第９号 平成１７年度那須烏山市水道事業会計予算に対する反対討論の発言を許

します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（青木一夫君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（青木一夫君）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第１８ 議案第９号について、原案のとおり可決することに賛成の諸

君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（青木一夫君）  挙手多数。 

 よって、議案第９号については、原案のとおり可決いたしました。 

 これをもちまして、この臨時会に付託された案件はすべて終了いたしました。 

 ここで、市長のあいさつを求めます。 

〔市長 大谷範雄君 登壇 あいさつ〕 

○市長（大谷範雄君）  ごあいさつを申し上げます。 

 平成１７年第２回那須烏山市議会臨時会は、本日１日の会期といたしまして開催をされまし

た。上程をさせていただきました１５議案及び議会選挙を入れまして１６議案は、慎重審議を

いただき、いずれの議案も原案のとおり可決、ご決定、同意を賜りましたこと、まことにあり

がたく執行部を代表いたしましてお礼を申し上げます。 

 私にとりましても、今期臨時会は初議会でもあり、大変な緊張感でいっぱいでございました。

さらに、審議の過程の中で一部対応不十分な点もありましたことをおわびを申し上げます。何

とぞご了承賜りますようお願いを申し上げます。賜りましたご意見、指摘事項につきましては

真摯に受けとめまして、今後の市政運営に資する所存でございます。 

 新生那須烏山市が誕生いたしまして２カ月が経過をいたしました。新市のこれからの道のり

は課題、難題が山積し厳しい状況であることは間違いない事実でありましょう。しかしながら、

本市は、自然、やさしさをはぐくむ暮らしやすいまち、そして活力と安らぎの交流文化都市那

須烏山市を目指しております。未完成な那須烏山市が未来に向けた夢いっぱいのふるさとづく

りが可能なまちなのであります。 

 私は、まちづくりとはそこに住んでいる人たちが、みずからの判断とみずからの責任でみず

からの地域を安全で安心して住むことができ、しかも子供たちが将来にわたり、そこに住んで

いたいと思うような自立のできる魅力的な地域社会を民主的につくっていくことだろうと思い

ます。先見の目を持って住民の目線に立って情熱と意欲を持って、市民のしあわせづくりを推

進してまいりたいと考えております。 

 「光陰矢の如し」、気ぜわしい師走に入ってまいります。議員各位にありましては、定例会

を初め各種行催事、あるいは年末年始多忙な日々を過ごされることと思います。寒さ厳しき折、

健康には十分留意されまして、ますますの議会活動に邁進されますようご祈念を申し上げます。

重ねて今期臨時会、無事閉会となりましたこと、感謝とお礼を申し上げましてごあいさつとさ
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せていただきます。ありがとうございました。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（青木一夫君）  以上で、平成１７年第２回那須烏山市議会臨時会を閉会いたします。 

大変ご苦労さまでした。 

［午後 ３時４８分閉会］ 
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